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 ～ はじめに ～ 

 

北広島市は、石狩平野のほぼ中央に位置し、特別天然記念物

野幌原始林をはじめとする、緑豊かな自然に囲まれたまちです。 

本市は、豊かな自然と利便性の高い都市機能の調和を目指し 

ており、令和 5 年（2023 年）には、新たな価値と機会をもた

らす北海道ボールパークの開業を予定しております。 

 

市では、平成 23 年（2011 年）に「第 2 次北広島市環境基本計画」、平成 28 年

（2016 年）に「北広島市地球温暖化対策実行計画」を策定し、環境保全や温暖化対

策に取り組んでまいりました。 

 近年、地球温暖化が原因と考えられる豪雨被害や、生物多様性の損失など、さまざ

まな環境問題への対応が求められており、SDGs やパリ協定の採択を契機に、国際動

向も踏まえた対応が必要不可欠であります。 

 また、平成 30 年（2018 年）に国が策定した第 5 次環境基本計画では、地域資源

を持続可能な形で最大限活用し、地域間で補完し支え合うことで、人口減少や少子高

齢化の下でも環境・経済・社会の統合的向上を図り、新たな成長につなげようとする

「地域循環共生圏」の概念が示されました。 

 環境問題に対応していくためには、市民・事業者・行政が一体となって、持続可能

な循環共生型の社会の構築に向けた取り組みを推進していく必要があることから、こ

れからも皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

結びになりますが、この計画の策定にあたり、ご審議いただきました環境審議会の

委員の皆さまをはじめ、貴重なご意見をいただきました多くの市民の皆さまに対し、

心からお礼申し上げます。 

 

 

令和 3 年（2021 年）3 月 

北広島市長 上野 正三 
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第 1 章 計画策定の基本的な考え方 
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1.1.計画策定の趣旨 
 

本市では、良好で快適な環境が将来にわたって確保されることを基本理念とした北広島市環境 

基本条例を平成 12年（2000 年）3 月に制定し、その基本理念の実現に向け、環境の保全及び

創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成 13年（2001 年）3 月に北広島

市環境基本計画を策定し、平成 23 年（2011 年）3 月に第 2 次北広島市環境基本計画を策定

いたしました。 

 

この計画に基づき、市民と事業者、市が協力し、公害の防止や廃棄物対策、緑のまちづくり、

自然とのふれあいなど、環境の各分野でのさまざまな取組により、本市における環境の状況は、

おおむね良好な状態を保っております。 

 

その中、アライグマに代表される特定外来種による生態系への影響や、温室効果ガス排出量の

増加、ごみのより一層の減量化が必要なことなどの課題を抱えており、対策が求められます。 

 

国では、第 5 次環境基本計画において、「持続可能な開発目標（SDGｓ）」や「パリ協定」

といった国際動向も踏まえた課題解決の取組のひとつとして、各地域がその特性や地域資源を生

かした自立・分散型の社会を形成しつつ、それぞれの地域において資源を補完し、支え合う「地

域循環共生圏の創造」が提唱されています。 

 

このような動きの中で、第 2 次北広島市環境基本計画の計画期間が平成 23 年 4 月～令和 3

年 3 月まで、北広島市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）が平成 28 年 4 月～令和 3 年 3

月までとなっていることから、本市における環境の状況や、近年の環境問題に関する社会動向へ

対応していくため、市の新たな環境施策の指針となる北広島市環境基本計画と北広島市地球温暖

化対策実行計画（区域施策編）を一体的にした第 3 次北広島市環境基本計画を策定するもので

す。 

 

1.2.計画改定の趣旨 

 

近年、世界各地で異常気象による災害が発生し、本市においても台風や大雪により社会機能が 

麻痺するなど、気候変動の影響が顕在化しています。 

 地球温暖化問題は地球規模の大きな問題であることから、国内においては、令和 3 年（2021 

年）6 月に「地球温暖化対策推進法」が改正され、2050 年までの脱炭素化社会の実現が基本理 

念として法に位置づけられたことや、令和 3年（2021 年）10 月に、国の「国の地球温暖化対 

策計画」が改定され、2050 年カーボンニュートラルの実現や、2030 年度において、温室効 

果ガスを 2013年度から 46％削減することを目指し、さらに 50％の高みに向け、挑戦を続け 

ていくという新たな削減目標が示されました。 

 

    このような動きの中で、計画策定後の社会情勢の変化や国・北海道の削減目標の見直し等を踏

まえ、本市においても削減目標の改定に加え、市民・事業者・行政が連携し、カーボンニュート

ラルの実現に向けた機運醸成や個々の役割を明確にした施策を新たに加え、分かりやすい内容と

なるよう見直しを行ったものです。 
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1.3.計画の目的、位置づけ 

（1）計画策定の目的 

この計画は、「北広島市環境基本条例」の基本理念の実現に向けて、同条例に定める「環境の保全

及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る」ことを目的に策定します。 

 

【北広島市環境基本条例の基本理念】 
 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、人類の存続基盤である限りある環境の恵沢を現在及び将来の

世代が享受するとともに、良好で快適な環境が将来にわたって確保されるよう、適切に推進

されなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、人と自然の共存を基本として、環境への負荷の少ない持続可能な

社会への実現に向けて、市、市民及び事業者の公正な役割分担のもとに自主的かつ積極的な

取組として行われるとともに、科学的な知見の充実に努めながら、総合的かつ計画的に進め

られなければならない。 

３ 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境と密接に関連していることから、地域での

取組として進められなければならない。 

「北広島市環境基本条例」より抜粋 

 

 

（2）計画の位置づけ 

環境基本計画は、環境基本条例第８条の規定に基づく計画で、まちづくりの基本的な方向や施策を

示す北広島市総合計画のもとで、北広島市強靭化計画の方針に基づき、環境の分野を担う基本計画と

いう位置づけです。 

したがって、市の環境関連の個別計画や事業は、本計画と整合性を図りながら策定、推進していく

こととなります。 

なお、環境基本計画の地球温暖化対策のための個別計画である「北広島市地球温暖化対策実行計画」

については、進捗状況の管理を効率的かつ効果的に行うために、本計画に統合することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1：計画の位置づけ 
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1.4.計画の枠組み 

（1）計画の対象と分野 

「環境」という言葉の持つ意味は広く、さまざまな範囲や規模で幅広く使われる言葉です。このた

め、本計画で対象とする環境の分野と要素について、あらかじめ整理しておく必要があります。 

環境として扱う分野は「生活環境」、「循環型社会」、「自然共生社会」そして「地球環境」の４

つに分類することとし、概ね下図のような要素や事象などを対象とします。 

また、環境を守り、育てていくためには、その主体（ひと）が重要な役割を果たします。環境につ

いて自ら学び、さまざまな環境配慮行動の実践などを通じて「市民」「事業者」「市」の３つの主体

が連携・協働し、北広島の環境づくりを進めていくことが重要となることから、上記４つの分野（「生

活環境」、「循環型社会」、「自然共生社会」、「地球環境」）に加えて「環境教育・環境配慮行動」

も計画の対象として捉えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2：計画で対象とする環境の分野 

 

（2）計画期間 

本計画の計画期間は、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間とし、新たに目標を定めて取

組を進めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3：計画期間 
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地域循環共生圏 

各地域が地域資源を最大限に活用しな

がら、自立・分散型の社会を形成しつつ、

近隣地域と資源を補完して支え合うこと

により、地域の活力が最大限に発揮され

ることを目指す考え方です。 

第五次環境基本計画（平成 30（2018）

年 4 月策定）で提唱された考えで、都市

と農山漁村の連携などが挙げられます。 

 

計画と SDGs（持続可能な開発目標）の関係 

SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で，2015 年 9 月に国連で採択

され，国連加盟 193 か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標です。 

環境・経済・社会などの世界全体のことについて，17 のゴールとそれにぶら下がる 169 のターゲット，そしてそ

れらの達成度合いを評価する 232 の指標で構成されており，政府・自治体・企業・個人といった全ての人々が目指す

べき目標とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4：持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs） 

出典：国際連合広報センター   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5：地域循環共生圏の概念 

出典：環境省   

  

1．貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の

貧困を終わらせる 

2．飢餓をゼロに 

飢餓を終わらせ，食料安全保障

及び栄養改善を実現し，持続可

能な農業を促進する 

3．すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の

健康的な生活を確保し，福祉を

促進する 

4．質の高い教育をみんなに 

すべての人々への包摂的かつ公

正な質の高い教育を提供し，生

涯学習の機会を促進する 

5．ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し，すべ

ての女性及び女児の能力強化を

行う 

6．安全な水とトイレを世界中に 

すべての人々の水と衛生の利用

可能性と持続可能な管理を確保

する 

7．エネルギーをみんなにそしてクリ

ーンに 

すべての人々の，安価かつ信頼

できる持続可能な近代的エネル

ギーへのアクセスを確保する 

8．働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長

及びすべての人々の完全かつ生

産的な雇用と働きがいのある人

間らしい雇用を促進する 

10．人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是

正する 

11．住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靱で持続可

能な都市及び人間居住を実現す

る 

12．つくる責任つかう責任 

持続可能な生産消費形態を確保

する 

13．気候変動に具体的な対策を 

気候変動及びその影響を軽減す

るための緊急対策を講じる 

14．海の豊かさを守ろう 

持続可能な開発のために海洋・

海洋資源を保全し，持続可能な

形で利用する 

15．陸の豊かさも守ろう 

陸域生態系の保護，回復，持続可

能な利用の推進，持続可能な森

林の経営，砂漠化への対処，なら

びに土地の劣化の阻止・回復及

び生物多様性の損失を阻止する 

16．平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的

な社会を促進し，すべての人々 に司法へ

のアクセスを提供し，あらゆるレベルに

おいて効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築する 

9．産業と技術革新の基盤をつくろう 

強靱なインフラ構築，包摂的か

つ持続可能な産業化の促進及び

イノベーションの推進を図る 

17．パートナーシップで目標を達

成しよう 

持続可能な開発のための実施手

段を強化し，グローバル・パート

ナーシップを活性化する 
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第 2 章 北広島市の概況 
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（1）位置・地勢 

北広島市は、石狩平野の南部に位置し、東西に 15km、南北に 14.8km、総面積が 119.05km2

の都市です。北西は札幌市、北は江別市、東は長沼町と南幌町、南は恵庭市と接しています。 

地形は、南西部にある島松山（標高 506ｍ）を最高に、北東方面に標高 100ｍ前後の波状台地が

広がっています。市内を流れる島松川や輪厚川などの河川は、その大半が千歳川を経て石狩川に合流

し、日本海へと注いでいます。 

地質は、大部分が洪積層からなっており、南西部の丘陵地帯では畑作や酪農、北東部の低地では水

田を中心に活用されています。 

 

 

 
 

図 2-1：北広島市  
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（2）気象 

北広島市は、亜寒帯湿潤気候の日本海側に属しており、西部から北東方向にのびる波状台地を境と

して、局地的な気候変化がみられます。 

冬は北西の季節風の影響で雪が降りやすく、夏は太平洋高気圧の影響で日中晴れる日が多くなりま

すが、太平洋沿岸の海霧の影響で朝晩に曇ることもあります。また、オホーツク海高気圧が優勢な年

は冷夏となることがあります。 

 

  
図 2-2：北広島市の令和元年の平均気温（左）と平均降水量（右）の月別の推移 

出典：気象庁（過去の気象データ検索、地点：恵庭島松） 

（3）土地利用 

直近 5 年の土地利用の推移を見ると、田・畑や山林などの自然的利用が減少し、宅地などの都市

的利用が増加しています。 

なお、平成 27年度より総面積が増えていますが、国土面積の計測基礎となる地図の精度が向上し

たことによるものとなっています。 

 

  
図 2-3：北広島市の土地利用の推移 

出典：北海道統計書（北海道）  
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（4）人口・世帯 

北広島市の平成27年の人口は59,064人となっており、平成22年から2.1％減少しています。

北広島市の人口は平成 17 年以降減少に転じており、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計で

は、令和 22年には平成 27 年の 21.7％減となる 46,222 人になると予想されています。 

人口の構成比は、更なる高齢化が進むことが予想され、平成 27年に 29.0％の老年人口が、令和

22 年には 43.4％となることが予想されます。 

 

 

 

 
図 2-4：年齢別人口の推移 

出典：【H27 以前】国勢調査（総務省）                           

【R2 以降】日本の地域別将来人口推計（2018 年推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 

 

 

 

 
図2-5：年齢別人口割合の推移 

出典：【H27 以前】国勢調査（総務省）                           

【R2 以降】日本の地域別将来人口推計（2018 年推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 
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（5）産業 

①従業者数 

従業者数は、平成 17年までは増加傾向でしたが、それ以降は減少に転じています。 

構成比を見ると、年々第３次産業の割合が微増しており、第１次産業、第２次産業の割合が減少し

てきています。 

 

 

 
図2-6：従業者数の推移 

出典：国勢調査（総務省） 

 

 

 

 
図2-7：従業者数割合の推移 

出典：国勢調査（総務省） 
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②出荷額・販売額 

農業産出額は約 70 億円の横ばいで推移しており、平成 30 年は 70.2億円となっています。 

 

 
図2-8：農業産出額の推移 

※市町村別の農業産出額は平成26年度から公開が始まったものです。 

出典：市町村別農業産出額（推計）（農林水産省） 

 

 

製造品出荷額は近年増加傾向にあり、平成 29年は 888.1 億円となっています。 

 

 
図2-9：製造品出荷額の推移 

出典：工業統計調査（経済産業省）※H23、H27 は経済センサス（経済産業省） 

 

 

商品販売額は近年増加傾向にあり、平成 28 年は 2,095.6 億円となっています。 

 

 
図2-10：商品販売額の推移 

出典：経済センサス（経済産業省）  
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3.1.北広島市がめざす環境の姿 
 

 

環境施策を総合的に進めていくためには、どのような環境のまちをめざすか、その姿を明らかにし

て共有する必要があります。 

第１次環境基本計画では、50 年先の未来を展望した「めざす環境の姿」、「めざす市民の姿」を

掲げました。前計画（第 2 次環境基本計画）でもこの考えを承継し、「豊かな自然に抱かれ、未来に

つづく環境都市 北広島」を掲げ、取組を進めてきました。 

本計画では、森や川、動植物などの貴重な自然・資源を大切にし、快適で暮らしやすい環境を「持

続可能」な形で次世代へ引き継いでいくため、さまざまな環境施策に取り組んでいくこととします。 

 

めざす環境の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境に関する市民意識調査の結果では、10 年前と比べると、環境に関する意識の高まりや芽生え

により、環境に良いことを行うようになったと回答した市民が約６割となっていますが、環境配慮行

動別にみると、実践されていない行動がまだ多くある状況といえます。 

その中、気候変動の影響や海洋プラスチック問題など、新たな地球規模の環境問題が深刻化してお

り、日常の生活にも大きな影響を与えるようになってきています。さらに、平成 27年（2015年）

に掲げられた持続可能な開発目標（SDGｓ）の実現が求められており、市民ひとりひとりが、環境

問題に関心を持ち、地球にやさしい行動を実践していくことが望まれることから、次のような「めざ

す市民の姿」を掲げることとします。 

 

めざす市民の姿 

 

 

 

  

豊かな自然と資源を次世代へ引き継ぐまち“北広島” 

環境と暮らしとの関わりを理解し、 

地球にやさしい行動ができるひと 

めざす環境の姿の実現のために 
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3.2.各分野の目標 
 

 

 

ᶨḕẽ 

大気、水質、騒音、悪臭など、私たちの健康に直接影響を与えるような公害問題はおきていません

が、今後も監視を継続し、より良い生活環境を築いていくために、さまざまな取組を進めます。 

 

 

ḕἷּזᵓ 

市民、事業者、市が連携し、集団資源回収の奨励や生ごみのバイオガス化処理などごみの減量化や

資源化に取り組んでいます。令和 6 年度に、ごみの焼却処理が始まりますが、ごみの発生を抑制す

るため、引き続き３R（リデュース・リユース・リサイクル）を推進し、資源を有効活用する取組を

進めます。 

 

 

ꜛ Ặ  ᵓזּ

市街地のすぐ近くに野幌原始林をはじめとした豊かな森が広がる北広島では、緑や生き物が身近な

存在になっています。これらの豊かな自然に育まれた生物多様性を保全するとともに、市民のくらし

やまちづくりと自然環境が調和した社会を目指します。 

 

 

Ẕḕẽ 

日本各地でこれまでに見られなかった異常気象が頻発し、大きな被害が発生するなど、地球温暖化

問題は深刻化し、日常の生活に大きな影響を与えるようになってきました。我が国では、2050年ま

でにカーボンニュートラルを目指しており、本市においても、その実現のために、市民、事業者、市

が連携し、地球環境、自分たちの生活を守るために何ができるかを考え、環境にやさしいライフスタ

イルを推進し、行動を実践していくことが求められます。 

 

 

ḕẽễӾʾḕẽ “  

「めざす環境の姿」の実現のためには「めざす市民の姿」の実現が必要不可欠です。いまある北広

島の自然の豊かさを認識し、次世代に引き継ぐためにも、人と環境との関わりや、暮らしと自然との

つながりを学び、環境に配慮した行動ができる人を育てる取組を進めます。 

 

  

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

～安全・安心で快適に暮らせるまち～ 

～減量化・資源化に取り組む、ごみの少ないまち～ 

～ひとと自然が調和したまち～ 

～カーボンニュートラルを目指した、地球にやさしいまち
～ 

～ひとと環境との関わりを学び、 

環境に配慮した行動ができる人を育むまち～ 
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4.1. 生活環境 
 

 

（1）現状と課題 

①大気 

〇市内の９箇所で硫黄酸化物の測定を、市内の４箇所で窒素酸化物の測定を行って

おり、硫黄酸化物の値で、一時的に増加していることがありますが、概ね良好な

状況が維持されています。 

〇事業活動に伴い発生するばい煙、粉じん、ベンゼン等の指定物質などについて

は、大気汚染防止法に基づき北海道が監視や指導を行っています。 

○平成 25 年 10 月から、市内 3 地点で空間放射線量率の測定を実施しており、測

定結果は、福島第 1原子力発電所事故前の札幌市内における測定値の範囲内にあ

り、かつ国が定めた追加被ばく線量と比較しても低い状況にあります。 

 

〇良好な大気環境を継続的に維持していくため、監視と指導を行

うとともに、大気汚染の防止対策を進めていく必要がありま

す。 

 

 

 

 
図4-1：平成30年度の硫黄酸化物の測定結果 

出典：北広島のかんきょう（北広島市） 
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現 状 

課 題 
環境施策 

① 

※北広島市には大気汚染を常時監視する自動
測定局がないため、環境基準とは別の手法
による測定を行っており、環境基準との比
較はできない形となっています。（硫黄酸
化物：二酸化鉛法） 

 

 4.1. 
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②水質 

〇市では、市内の河川の 24 箇所で水質検査を実施しています。そのうち、環境基

準が指定されている千歳川、野津幌川（各 2箇所ずつの計 4箇所）では、基準項

目について、大腸菌群数を除き概ね基準を達成できています。 

〇公共用水域に水を排出する特定施設を設置する工場、事業場に対しては、水質汚

濁防止法の規定に基づき北海道が監視や指導を行っています。 

〇生活排水等による水質汚濁防止対策については、市の下水道普及率が平成 30 年

度に 97.1％で、北海道全体の下水道普及率に比べ高い水準にあります。市街化

区域内の排水は適切に処理されている一方、下水道が整備されていない市街化調

整区域では、浄化槽が設置されていない家庭もあります。 

〇広域的な取組としては、千歳川流域の自治体等で構成する「千歳川水系水質保全

連絡会議」に参加しており、連携して定期的な水質調査を行っているほか、同水

系の水質保全に関する情報などを共有することとしています。 

 

〇水質を適切に維持するため、引き続き公共用水域での水質の把

握や排水対策を実施するとともに、下水道施設の管理、処理設

備の普及が求められます。 

 

 

  
図4-2：千歳川【類型A】（左）と野津幌川【類型B】（右）の環境基準達成率の推移 

出典：北広島のかんきょう（北広島市） 

 

 
図4-3：下水道普及率の推移 

出典：【北広島市】北広島のかんきょう（北広島市）   

【北海道・全国】北海道の下水道 2018（北海道）  
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③悪臭 

〇悪臭による苦情は毎年度数件あり、その対象は、農業・畜産業と工場・事業場が

主になっています。 

〇悪臭の原因者に対しては指導を行っていますが、発生源が有機肥料などの農業施

策に係るものや、悪臭防止法の規制区域外であるといったことが多く、絶対的な

脱臭方法が存在しないこともあり、根本的解決が難しい状況となっています。 

〇悪臭防止法に基づき、市街地を中心に規制区域が指定されており、規制区域内の

工場や事業場は、規制基準を超えて悪臭物質を排出してはならないこととされて

います。 

〇市では、継続的な環境パトロールや、悪臭が市民の生活に大きな影響を及ぼして

いると認められる場合に悪臭測定を実施し、必要に応じて指導を行っています。 

 

〇悪臭による市民生活への影響を可能な限り抑えるため、継続的

に悪臭の状況把握や悪臭の発生源対策を行っていくことが不可

欠です。 

 

 

 
図4-4：悪臭の苦情内容の内訳の推移 

出典：北広島のかんきょう（北広島市） 
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④騒音・振動 

〇騒音の苦情は、自衛隊に係るものや発生源不明のものが大半を占めています。市で

は仁別と輪厚の２箇所で防衛省が実施する騒音測定の結果等により、実態把握に努

めています。 

〇交通量の多い国道36号の沿道では、自動車による騒音が発生しており、北海道や

沿線の自治体と連携して交通騒音や交通量などの測定を実施しています。測定の結

果、国道36号では一時的に環境基準を上回る時間帯も見られますが、要請限度

（交通規制を要請できる基準）は下回っています。 

 

〇騒音による苦情は減少傾向にあるものの、依然として多い状況で

あること、自動車による騒音で環境基準を上回ることがあること

から、継続的に監視し、対策を講じていく必要があります。 
 
 
 

 
図4-5：公害苦情件数の推移 

出典：北広島のかんきょう（北広島市） 

⑤有害化学物質 

〇大気中のダイオキシン類の濃度については、北海道が毎年市内１箇所（大曲中学

校）で測定を実施しており、環境基準及び環境省発表による全国平均値を下回って

います。 

〇市内に８箇所あるゴルフ場での農薬による環境汚染を防止するため、北広島市ゴル

フ場農薬等安全使用指導要綱に基づき、各ゴルフ場と協定を締結しています。この

協定に基づいて低毒性の農薬の使用や、農薬使用量の低減などの指導を実施してい

るほか、農薬の散布時には市職員が立会しています。このような取組により、市や

ゴルフ場が実施する河川や井戸の水質検査では、良好な結果が維持されています。 

〇農業においても、農薬使用に関する各種基準に基づき、北海道等と連携をとりなが

ら農薬使用に伴う事故や環境汚染の防止のために指導啓発を行っています。また、

環境に優しいクリーン農業の普及のため、農薬や化学肥料を減らす農業者をエコフ

ァーマーとして認定する取組や、有機農業などの環境保全型農業を推進し、農薬使

用の削減を進めています。 

 

〇市民の安全な生活環境を維持するため、引き続き、有害化学物質

による汚染状況の監視や汚染防止対策を行うとともに、関連情報

の収集・発信を実施していく必要があります。  
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（2）基本方針 

「安全・安心で快適に暮らせるまち」を今後も維持していくため、大気、水質、悪臭、騒音・振動、

有害化学物質に対して、継続的に監視や測定を行うとともに、市民や事業者の協力を得ながら、対策

を講じていきます。 

 

 

（3）取組内容（環境施策） 

①大気汚染の防止 

1）大気汚染の監視 

●硫黄酸化物や窒素酸化物等の汚染物質の測定と分析を実施します。 

●大気中の空間放射線量率の測定を実施します。 

●アスベストを含有する民間施設の解体工事等について、北海道と協力して届出等によ

る把握を行い飛散防止の指導に努めます。 

●微小粒子状物質（ＰＭ2.5）について、情報の収集と提供に努めます。 

 

 

2）大気汚染の防止対策の推進 

●市の公用車に次世代自動車等を積極的に導入するとともに、市民や事業者に対して次

世代自動車等の普及を促進します。 

●大気汚染防止法等に基づき、北海道と協力して大気汚染の防止を推進します。 

●アイドリングストップ等、エコドライブの推進を呼びかけ、排気ガスによる大気汚染

の防止行動を啓発します。 

●ダイオキシン類発生のおそれがある、簡易焼却炉での焼却や野焼きの禁止について啓

発・指導を実施します。 

●排気ガスの抑制のため、自動車から公共交通機関や自転車、徒歩への利用転換につい

て啓発するとともに、幹線道路や店舗付近の渋滞緩和策を推進します。 

 

 

３）健康で質の高い生活環境への転換 

●一般住宅のZEH
ゼ ッ チ

（ゼロエネルギーハウス）化に向けた支援を検討します。 

●環境にやさしい交通手段である自転車の利用促進を図り、快適に自転車を利用できる

まちにするため、自転車の貸し出しについて推進します。 

●エネルギーの効率化が図られるよう公共交通機関の利用を促進します。 

●徒歩や自転車を活用したエコ通勤について周知します。 

●快適に歩けるまちにするため、歩道の整備を推進します。  
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②水質汚濁の防止 

1）公共用水域の水質把握 

●千歳川水系等での水質検査を継続し、環境基準を超過した場合や検査結果に大きな変

動がみられた場合など、その要因等の分析や原因調査に努めます。 

 

 

2）排水対策の推進 

●水質汚濁防止法等に基づき、北海道と協力して水質汚濁の防止を推進します。 

●廃食用油は下水に流さないなど、家庭から発生する生活排水の配慮について、情報提

供や啓発を推進します。 

●家庭用燃料タンクの破損等による油漏れの防止に関して、周知します。 

 

 

3）下水道施設の整備 

●河川など公共用水域の水質保全を持続できるよう、老朽化した下水道施設の改築更新

を推進します。 

●下水道処理区域外での生活排水を適切に処理するため、合併処理浄化槽の普及を推進

します。 

 

 

③悪臭の防止 

1）悪臭の状況把握 

●工場や事業場などの周辺における悪臭調査を実施し、悪臭の状況把握に努めます。 

 

 

2）悪臭発生源対策 

●悪臭発生源となっている事業場などに対する監視と指導を実施します。 
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④騒音・振動等の防止 

1）自動車騒音の把握と啓発 

●幹線道路における自動車交通騒音の測定を実施します。 

●自動車運転時の空ぶかしやアイドリングを控えるよう、啓発します。 

 

 

2）工場・事業場等での騒音・振動防止対策 

●工場・事業場や建設作業など、騒音・振動の発生源の把握と指導を実施します。 

 

 

3）航空機や生活音などとその他の騒音・振動等防止対策 

●自衛隊演習による騒音測定の継続と測定箇所数の増設を要請し、実態把握に努めま

す。 

●商業地や住宅地などの近隣騒音防止に関して、周知します。 

●低周波音などのさまざまな問題について、情報収集と提供に努めます。 

 

 

⑤有害化学物質による汚染の防止 

1）有害化学物質の監視と汚染防止対策 

●ダイオキシン類などの有害化学物質について、北海道の協力などにより状況の把握に

努めます。 

●ゴルフ場の農薬使用について、使用状況の把握や散布の立会、水質検査などにより、

監視と指導を実施します。 

●化学肥料や農薬の使用を抑えた、周辺環境に優しいクリーン農業を促進します。 

 

 

2）有害化学物質に関する情報提供 

●化学物質のリスクや管理手法などに関する情報や、有害化学物質（環境ホルモンな

ど）に関する情報の収集と提供に努めます。 
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（4）成果指標 

指標 実績値（2018年度） 目標値（2030年度） 

硫黄酸化物濃度 0.5 未満（SO₃mg/100cm²/日） 現状維持もしくは改善 

類型指定されている河川の BODの水質

環境基準の達成率 

72.7％ 100.0％ 

外出時に自家用車の使用を控えている

人の割合（アンケート調査による） 

50.3％ 70.0％ 

エコドライブの実践率（アンケート調査

による） 

72.4％ 100.0％ 

油流出事故件数 12 件 0 件 

※硫黄酸化物の測定方法については、二酸化鉛法による測定。 

※BOD の達成率は、BOD の水質環境基準達成回数÷（採水地点数×採水回数）×100で算出 

※BOD の水質環境基準値については、A 類型 2mg/L 以下、B 類型 3mg/L以下 

※アンケート調査結果による実績値は 2019年度の値です。 

 

（5）市民・事業者の役割（行動指針） 

①市民 

●自動車を新たに所有する際は、次世代自動車等を検討します。 

●アイドリングストップ等のエコドライブに努めます。 

●廃食用油は下水に流しません。 

●公共下水道の整備が行われていない地域では、合併処理浄化槽の設置に努めます。 

●灯油等の油漏れがないよう家庭用燃料タンクを定期的に点検します。 

●静穏な生活環境の維持に努めます。 

 

 

②事業者 

●事業用自動車を導入する際は、次世代自動車等の導入を検討します。 

●アイドリングストップ等のエコドライブに努めます。 

●事業活動に伴い、発生するばい煙、粉じん、ベンゼン等の指定物質について、大気汚

染防止法を遵守します。 

●事業活動に伴う、騒音・振動に対して、騒音・振動規制法等を遵守するとともに、静

穏な生活環境の維持に努めます。 

●公共用水域に水を排出する際は、水質汚濁法防止法及び北広島市環境保全指導要綱を

遵守します。 

●クリーン農業推進のため、化学肥料や農薬の使用の低減に努めます。 

●事業用の灯油や重油類を適正に管理します。 

●簡易焼却炉での焼却や野焼きは行いません。 
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4.2. 循環型社会 
 

 

（1）現状と課題 

①ごみの排出量 

〇一般廃棄物処理量については、家庭系・事業系ともに概ね横ばいで推移していま

す。（平成 30 年度は、台風 21号と胆振東部地震による災害廃棄物等の影響に

より増加） 

〇1 人 1日あたりごみ排出量は、概ね 950ｇ／人日前後（平成 30年度は台風 21

号と胆振東部地震による災害廃棄物等の影響により増加）で推移しております

が、北広島市一般廃棄物処理基本計画の排出量目標（866ｇ／人日）より高い数

値となっています。 

〇令和 6 年度より、ごみの広域処理（焼却処理）の運用が開始する予定です。 

 

〇一般廃棄物処理量や 1人 1 日あたりごみ排出量は北広島市廃棄

物処理基本計画の計画値より多いことから、更なるごみの減量

化に向け、対策を講じていくことが求められます。 

 

 

  
     ※一般廃棄物処理量には、資源ごみは含まれていません。 

 
図4-6：一般廃棄物処理量（左）と1人1日あたりごみ排出量（右）の推移 

出典：【一般廃棄物処理量】北広島のかんきょう（北広島市）     

【1 人 1 日あたりごみ排出量】一般廃棄物処理実態調査（環境省） 
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②リサイクル 

〇自治会や子ども会などに奨励金を交付し、集団資源回収を進めていますが、近年

はインターネット等の普及により、新聞・雑誌類の資源自体が減少傾向にありま

す。 

〇リサイクル率は、平成 28 年度以降増加傾向にあり、平成 30 年度で 24.4％と

全国、北海道の値より高い状況となっています。 

〇一般廃棄物は北広島市クリーンセンターに搬入した後、資源ごみは資源リサイク

ルセンターで、選別して委託処理、資源ごみ以外のごみは、破砕処理を行い、最

終処分場に埋立処分しています。 

〇生ごみは、分別収集し、北広島下水処理センターで下水汚泥・し尿・浄化槽汚泥

と混合処理をしており、発生した消化ガスは全量を重油の代替燃料として、乾燥

汚泥は市内の農家などに肥料として還元しています。 

 

〇リサイクル率は北海道、全国と比べ高い状況にあるものの、資

源の有効活用のため、更なる資源化が必要となります。 

 

 

  
※紙類、びん・缶、くず鉄、布等の合計 
 

図4-7：集団資源回収量（左）とリサイクル率（右）の推移 

出典：【集団資源回収量】北広島のかんきょう（北広島市）     

【リサイクル率】一般廃棄物処理実態調査（環境省）      
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③ごみの適正処理 

〇令和 6 年度からごみの焼却処理が始まりますが、焼却処理しないごみは引き続き

最終処分場で処理します。 

〇粗大ごみや廃家電などを不法に投棄することは、法律に基づき禁止されています

が、不法投棄は後を絶たない状況です。対策としてパトロール員が監視や対応を

行っており、平成 30年度は 86.98t を回収しました。 

 

〇最終処分場の延命が必要です。 

〇不法投棄は後を絶たない状況であることから、今後も監視を続

けるとともに、対策を講じることが求められます。 

 

 
図4-8：不法投棄量の推移 

出典：令和元年度清掃事業概要（北広島市） 

④ストックの維持管理 

〇北広島市の公共施設は、人口が急増した昭和 40 年代・50 年代に整備されたも

のが多い状況で、インフラ施設も含め、近い将来、その更新時期が一斉に訪れる

ことが予測されています。 

〇持続可能な公共サービスや新たに求められている行政サービスを提供し続けるた

め、北広島市公共施設等総合管理計画を策定し、施策を進めています。 

 

〇持続可能な社会を構築していくためにも、公共施設やインフラ

施設等のストックに対して、長寿命化、防災機能の向上、省エ

ネルギー化を推進する等、ストックの価値向上を図ることが重

要となります。 
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（2）基本方針 

「減量化・資源化に取り組む、ごみの少ないまち」を実現するため、市民、事業者、市が連携し、

ごみの減量化、資源化、適正処理を進めていきます。 

 

 

（3）取組内容（環境施策） 

①3R の推進（リデュース・リユース・リサイクル） 

1）ごみの減量化 

●市民に対する生ごみの分別収集の周知徹底や、事業者に対する分別への協力を強化

し、北広島下水処理センターでのバイオガス化処理量の増加を推進します。 

●家庭から排出される生ごみの自家処理を促進するため、生ごみ堆肥化容器（コンポス

ト）と電動生ごみ処理機の購入費の助成を実施します。 

●パンフレットや資料などによる、ごみ減量化や分別方法等について周知します。 

●使い捨て商品の抑制や包装の適正化など、ごみ発生の少ない商品・サービスの選択や

回収して再利用するリターナブルびん使用など、「ごみを出さない」生活のあり方に

ついて啓発します。 

●マイバッグやマイボトルの持参などプラスチックごみの削減について啓発します。 

●事業者に対するごみの減量に関して啓発します。 

●「一般廃棄物処理基本計画」に基づくごみ減量化の取組の検証・評価を行い、新たな

目標と具体的方策を設定します。 

 

2）リユース、リサイクル（再利用・再資源化）の推進 

●公共施設での再利用品の使用を進め、市民・事業者にも啓発します。 

●市役所内において、使用済みの紙類やトナーカートリッジ等のリサイクルに努めま

す。 

●びん・缶・ペットボトル等の分別回収・資源化を促進します。 

●廃食用油、古着・古布、小型家電、ミックスペーパーを回収し、リユース・リサイク

ルを推進します。 

●町内会や学校などで行われている集団資源回収の取組を促進します。 

●資源の有効利用とごみの減量化を進めるため、粗大ごみの中から、まだ使える家具等

を修理し、リユースする事業を推進します。 

●事業者に対するリサイクルに関して啓発します。 

●フリーマーケット開催などの、リユース品の利用促進について周知します。 

●バイオガス化処理施設（生ごみ）の活用による生ごみの再資源化の取組を推進しま

す。 

●農業などで発生するごみを利用してたい肥化し、クリーン農業を促進します。 
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海洋を汚染するプラスチックごみの問題 

北広島市は海に面していませんが、まちや川原などで不用意に捨てられたごみは、雨や風で流され、川等を流

れて海に運ばれてしまいます。一度放出されたプラスチックごみは容易に自然分解されず、多くが何百年もの間、

残り続けるといわれています。海に流れ出たプラスチックごみは、波や紫外線の影響を受けもろくなり、小さく

なり、5mm 以下となったプラスチックはマイクロプラスチックと呼ばれています。回収が難しく、生態系に影

響を与えることが心配されており、海洋プラスチックごみの問題は、海がないからと言って無関係ではなく、一

人ひとりの取り組みが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）マイクロプラスチックを含む海洋を汚染するプラスチックごみ対策の推進 

●市民、事業者に対し、海洋を汚染するプラスチックごみ問題について、啓発します。 

●市の指定ごみ袋は、海洋に流出しても影響や負担が少ない素材の使用を検討します。 

●マイバッグやマイボトルの持参などプラスチックごみの削減について啓発します。

（再掲） 

●化石由来の原料の使用料を減らすため、家庭から収集したペットボトルについて、ペ

ットボトルのケミカルリサイクル「ボトル to ボトル」の実施を検討します。 

 

4）食品ロスの削減 

●市民、事業者等に対し、食品ロス問題について、啓発します。 

●小学生を対象にした、食品ロス問題に関する講座を実施します。 
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②ごみの適正処理 

1）廃棄物処理施設の整備 

●最終処分場の延命化と新たな処分場の確保に努めます。 

●「一般廃棄物処理基本計画」に基づくごみ減量化の取組の検証・評価を行い、新たな

目標と具体的方策を設定します。（再掲） 

 

 

2）環境美化と適正処理の推進 

●不法投棄監視パトロールを実施します。 

●ごみの散乱防止など、ごみステーション管理の適正化についての啓発と指導を実施し

ます。 

●有害物質発生のおそれがある、野外焼却（野焼き）や小規模焼却炉によるごみの焼却

をしないよう啓発します。 

 

 

③ストックの維持管理・有効活用 

●北広島市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の更新・統廃合・長寿命化など

を計画的に推進します。 

●一般住宅の ZEH 化に向けた支援を検討します。（再掲） 
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今後の事業系ごみ排出量について 

事業系ごみ排出量は、2023 年の北海道

ボールパーク F ビレッジ等の開業により、

増加が見込まれていますが、増加量を抑え

るため、北広島市一般廃棄物処理基本計画

に基づき、様々な施策を実施します 

（4）成果指標 

指標 実績値（2018年度） 目標値（2030年度） 

1人1日当たり家庭系ごみ排出量 589ｇ／人・日 547ｇ／人・日 

事業系ごみ排出量 5,241ｔ 5,615ｔ 

不法投棄量 86.98ｔ 減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）市民・事業者の役割（行動指針） 

①市民 

●生ごみの分別に努めます。 

●ごみの減量化に努めます。 

●マイバッグやマイボトルの持参などプラスチックごみの削減に努めます。 

●家庭系ごみの不法投棄はしません。 

●廃食用油、古着・古布、小型家電、ミックスペーパーの適正排出に努めます。 

●食品ロス削減に努めます。 

●ごみステーションの衛生的な使用に努めます。 

●宴会等の際には、「3010 運動」の推進などによる、食品ロス削減に努めます。 

 

 

②事業者 

●事業所から発生する生ごみの分別に努めます。 

●ごみの減量化に努めます。 

●簡易包装に努めます。 

●事業系ごみの不法投棄はしません。 

●農業などで発生するごみのたい肥化に努めます。 

●飲食業においては、「3010 運動」の推進などにより、食品ロス削減に努めます。 

●事業活動による食品ロスの発生抑制に努めます。 
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
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4.3. 自然共生社会 
 

 

（1）現状と課題 

①森林・河川等の保全 

〇森林の面積は、市の面積の約１/３を占めています。平成 30年度時点で、国有林

が 644ha、それ以外の公有林と私有林が 3,708ha の計 4,352haとなってお

り、その約２/３が天然林です。 

〇緑の骨格となるまとまった森林として、市域中央に特別天然記念物野幌原始林を

含む国有林があり、環境緑地保護地区などの保全区域が市内に点在しています。 

〇良好な自然環境を有する森林などについては、その保全を目的として鳥獣保護区

や環境緑地保護地区などに指定され、立木の伐採など自然を損う一定の行為が規

制されています。 

〇令和元年のアンケート結果より、「森林の保全・整備」、「河川の保全・整備」

は重点改善項目（市民の満足度が低く重要度が高い）となっています。 

〇市有林では計画的な森林整備を行っていますが、全体の約８割を占める民有林で

は不在地主も多く、管理が不十分な森林も少なくありません。 

〇市では森林ボランティア等との協働による森林保全を進めているほか、中学校の

授業で間伐や枝打ちなどを行う体験学習を実施するなど、緑を大切にする啓発を

行っています。 

○「石狩川クリーンアップ作戦」に基づき、市職員や市民団体により、河川の草刈

りや清掃等を行っています。 

 

〇森林には、多様な動植物が生息・生育し、水源涵養や二酸化炭

素の吸収など、多面的な機能により私たちの生活を支えている

ことから、今後も適切に保全・管理をしていくことが重要とな

ります。 

 

 
※四捨五入の関係で、内訳と総数が一致しない場合があります。 

図4-9：森林面積の推移 

出典：北海道林業統計（北海道） 
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北広島市の生物多様性 

北広島市は石狩平野の南部に位置し、西に島松丘陵、中央に野幌丘陵、東に恵庭千歳低地と大きく三つの地形

に分けられます。海に面していませんが、島松山などの山地とそれに連なる丘陵、千歳川流域の湿地、水田や溜

池など、規模は大きくありませんが様々な環境が揃っていることから、多くの動植物が確認されています。また、

石狩低地帯のほぼ中央に位置し、永い歴史的な時間を経て、寒地系の生物と暖地系の生物の分布が重なりあった

ことが、北広島市の生物多様性を高めている要因と考えられます。 

②野生生物 

〇市内に生息・生育する野生生物の状況を把握するため、平成 12～30 年度にかけ

て市内で実施された自然環境調査結果や文献を取りまとめたところ、哺乳類 24

種（うちレッドリスト掲載種*6種）、鳥類 222種（うちレッドリスト掲載種

46 種）、爬虫類 6種、両生類 5 種（うちレッドリスト掲載種 1種）、魚類 33

種（うちレッドリスト掲載種 12種）、昆虫 2028 種（うちレッドリスト掲載種

47 種）、その他の動物 4 種（うちレッドリスト掲載種 2 種）、植物 904 種

（うちレッドリスト掲載種 40 種）が確認されています。 

＊環境省レッドリストや北海道レッドリストに掲載されている絶滅が心配される種 

○一方、北海道には自然分布していなかったトノサマガエルやツチガエルの他、外

来生物法に基づく特定外来生物にリストアップされているアライグマ、アメリカ

ミンク、オオハンゴンソウ、セイヨウオオマルハナバチが市内で確認されてお

り、それらの種の定着が問題になっており、アライグマについては、北海道アラ

イグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書に基づき、北海道等と連携し、根絶

に向けた駆除を実施しています。 

〇近年、野生鳥獣による農作物被害が増加しているため、市では鳥獣被害防止計画

を策定し、エゾシカ・アライグマ・キツネ・ヒグマ・カラス等への対策を進めて

います。対策としては、防除のための器具に対する購入助成などのほか、猟友会

による駆除を実施しています。 

 

〇貴重な植生や野生生物の生息・生育環境を適切に維持できるよ

う、情報の収集や蓄積などの状況把握を引き続き行うことが求

められます。 

〇一方で、鳥獣被害が近年増加していることから対策を行ってい

くことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

図4-10：オオハンゴンソウ（左）とアライグマ（右） 

出典：環境省リーフレット「特定外来生物オオハンゴンソウ」および「特定外来生物アライグマ」（環境省） 
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③公園・緑地 

〇市街地では「北広島市緑の基本計画」を踏まえた公園緑地の整備が進められてお

り、平成 30年度末現在、226 箇所、248.47ha の都市公園が供用されていま

す。市民１人当たりの都市公園面積は 42.7㎡で、全国平均の約 4 倍、全道平均

の約 1.1 倍の面積となっています。 

〇公園の再整備にあたっては、住民との意見交換会を実施するなど、市民参画の公

園整備・計画の推進に取り組んでいます。 

〇市では緑のまちづくり基金を活用し、学校や公共施設への苗木の提供や、町内会

への花苗の配布など、緑化活動の支援を実施しています。 

〇街路樹については、樹齢 30 年を超える樹木も増え、魅力的な並木が形成されて

いる路線がある一方、台風などで木が倒れたことにより、空いている植樹桝が散

見される区間もあります。 

〇市有林や河川の周辺、公共施設などで、市民と協働で植樹祭を実施しています。 

〇緑のまちづくり条例により、一定規模以上の宅地造成や建物の建築時に緑化に関

する協議を行うこととし、樹木の植栽を促しています。 

 

〇市街地における良好な公園・緑地を維持するためにも、引き続

き、公園整備や緑化を進めるとともに、老朽化対策や維持管理

を進めていくことが重要となります。 

 

 

  
図4-11：公園面積・箇所数（左）と一人当たり公園面積（右）の推移 

出典：【公園面積・箇所数】北広島のかんきょう（北広島市）    

【一人当たり公園面積】都市公園データベース（国土交通省） 
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④自然や農とのふれあい 

〇国有林の一部を借り受け整備した、林間学園やアスレチックコース、散策路など

を備えた「北広島レクリエーションの森」、島松の「自然の森キャンプ場」など

があり、市民の自然とのふれあいの場となっています。 

〇緑豊かな森の中に、札幌恵庭自転車道（通称エルフィンロード）が整備され、自

然と親しみながらのサイクリングや散歩、ジョギングに活用されています。また

北広島団地内にも、緑豊かな公園をネットワークする自転車・歩行者用道路が整

備されています。 

〇「農」とのふれあいの場の確保のため、市民農園の整備や活用を支援するほか、

農園マップを配布し、体験農園や農産物直売所などの交流施設の周知を行ってい

ます。 

 

〇豊かな自然が数多く残されているなど市の特性を活かして、自

然や農にふれあえる場の管理や、体験・学習機会の創出が重要

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-12 自然の森キャンプ場（左）とエルフィンロード（右） 
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⑤景観づくり・歴史的文化遺産 

〇市では魅力ある都市景観づくりを進め、快適で美しい街並みの形成と維持のため

に、違反広告物の簡易除去を行っています。 

〇届出義務のない事業用太陽光発電施設の設置や開発により、景観の形成や動植物

の生息・生育環境への影響が懸念されています。 

〇郷土の代表的な歴史的遺産として、現存する北海道最古の駅逓所である「国指定

史跡旧島松駅逓所」があり、適切に管理を行い一般公開を行っています。 

〇市内の先人の遺跡や、開拓の歴史を掘り起こして活用を図る、エコミュージアム

構想を進めており、「地域遺産発見バスツアー」などの体験学習や講座を行って

います。 

 

〇景観づくりに対する意識の低下や、事業者による太陽光発電施

設の設置などに代表される新たな景観阻害の動きが出てきたこ

とから、対策が求められます。 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-13 輪厚川（左）と北広山（右） 
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（2）基本方針 

「ひとと自然が調和したまち」の実現に向け、森林をはじめとした動植物の生息・生育環境を守り、

市民が豊かな自然に気軽にふれあえる環境づくりや良好な景観を維持していくための対策を進めま

す。 

 

（3）取組内容（環境施策） 

①動植物の生息・生育環境の保全 

1）豊かな森林・河川環境の保全 

●仁別・三島の森や富ヶ岡の森に代表される市有林を保全し、維持管理を実施します。 

●民有林の所有者に対し、公的な支援などの情報提供を行い、森林整備を促進します。 

●森林ボランティアによる市有林の森林整備を継続して実施します。 

●森林整備の一端を担う森林ボランティアへの支援を実施します。 

●北海道などと連携し、環境緑地保護地区、鳥獣保護区などの豊かな自然を残す森林の

保全に努めます。 

●森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度による森林整備を実施します。 

●石狩川クリーンアップ作戦に基づき、河川空間の清掃等を実施します。 

●河川改修の際には、自然環境に配慮した改修に努めます。 

●河川への油類の流出防止に努め、河川管理を促進します。 

●条例等に規制のないさまざまな開発に対し、景観や動植物の生息・生育環境に配慮し

た開発となるよう、ガイドライン等の作成について検討します。 

 

 

 

2）地域の動植物との共存 

●市内の植生や野生生物の生息状況について、調査と情報収集に努め、生態系や貴重な

動植物を保護するための対応策を検討します。 

●アライグマなどの特定外来生物の根絶に向けた捕獲を実施するとともに、調査を検討

します。 

●エゾシカ等の野生生物と共存していくため、北広島市鳥獣被害防止計画に基づき農作

物への被害を防止するほか、個体数管理を推進します。 

●野生動物について、安易な餌付けを行わないよう、周知します。 
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②緑化の推進、公園・緑地等の確保と維持管理 

1）公園・緑地の整備と維持管理 

●市民のニーズを踏まえた公園施設の改修と維持管理を実施します。 

●北広島市公園等里親制度を活用し、公園・緑地の維持管理を市民と協力して実施しま

す。 

 

 

2）街路樹の整備と維持管理 

●街路樹の現状を把握し、剪定や補植等を行うとともに、必要に応じて再整備するな

ど、魅力ある並木づくりに努めます。 

 

 

3）緑化の推進 

●公共の場である市の施設や公園の緑化を推進します。また、街路樹の植栽、補植によ

り緑化を促進します。 

●市民参加による植樹を実施します。 

●緑化協議を継続し、事業所敷地内の緑化を促進します。 

●緑と花のある美しいまちづくりを推進するため、市民の参加による公共施設や街路樹

桝への花苗植栽等の支援を実施します。 

 

 

４）農地の保全 

●農地・農業資源の維持を図るため、農地の多面的機能を維持する活動に対する支援を

実施します。 

●環境に配慮した営農活動に対する支援を行い、環境保全型農業を推進します。 

●大雨等の自然災害による農地被害の軽減を図るため、農業用排水機場や排水路などの

施設の維持保全に努めます。 
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③自然や農とのふれあいの増進 

1）自然とのふれあいの場の確保 

●レクリエーションの森や自然の森キャンプ場など、自然とふれあえる施設をより快適

に活用できるよう、維持管理を実施します。 

●野鳥や昆虫、植物の観察会など、さまざまな自然体験の講座を実施します。 

●自然に関するパンフレットや、市内の動植物を紹介するガイドマップなどの作成を実

施します。 

 

 

2）農とのふれあいの場の確保 

●市内の市民農園や体験農園に関する情報提供を行い、市民の利用を促進します。 

●農業への理解促進を図るため、6次産業化やグリーンツーリズムによる農業の魅力や

価値を伝える取組を促進します。 

 

 

④地域に根ざした景観、歴史的環境の保全 

1）魅力的な景観の保全と形成 

●花のまちコンクールや園芸教室などの開催を通じて、個人宅の緑化などを含めた市民

の景観づくりの意識啓発を推進します。 

●よりよい景観の確保のため、屋外広告物に関する指導に努めます。 

●他の条例等に規制のないさまざまな開発に対し、景観や動植物の生息・生育環境に配

慮した開発となるよう、ガイドライン等の作成について検討します。 

 

 

2）歴史的文化遺産の保全と活用 

●旧島松駅逓所を中心とした史跡公園整備を検討します。 

●文化財・郷土資料など地域に存在する資源の活用を図り、情報発信や郷土学習を実施

します。 

●特別天然記念物野幌原始林の適切な保存を実施します。 
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（4）成果指標 

指標 実績値（2018年度） 目標値（2030年度） 

自然観察会への参加人数 85 名 300 名 

森林の保全・整備の満足度（アンケー

トによる） 

46.8％ 70.0％ 

河川の保全・整備の満足度（アンケー

トによる） 

47.3％ 70.0％ 

アライグマの捕獲数 141 頭 増加 

アライグマによる農業被害額 3,056 千円 軽減 

エゾシカによる農業被害額 5,383 千円 軽減 

 

 

（5）市民・事業者の役割（行動指針） 

①市民 

●森林や河川の保全のためのボランティア活動への参加に努めます。 

●野生動物にえさを与えません。 

●自然観察会などのイベントへの参加に努めます。 

●外来種被害予防三原則「入れない」「捨てない」「拡げない」を守ります。 

 

 

②事業者 

●開発事業を行う際は、動植物の生息・生育環境や景観に配慮するよう努めます。 

●事業所の敷地内の緑化に努めます。 

●外来種被害予防三原則「入れない」「捨てない」「拡げない」を守ります。 
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4.4. 地球環境 
 

 

（1）現状と課題 

①温室効果ガス排出量 

〇市域の温室効果ガス排出量は、基準年である平成 25 年度以降増減を繰り返し、

直近の平成 30 年度は 689 千 tCO2と基準年から 9 千 tCO2減少しており、こ

のまま進む（現状趨勢）と令和 12 年度で 633千 tCO2になることが見込まれま

す。 

〇市の事務事業については、省エネルギー化と職員の環境活動の実践を進め、平成

20 年度からは、環境マネジメントシステムを構築し、温室効果ガス排出量の削

減に一定程度の効果を上げています。 

〇令和元年のアンケート結果より、「地球温暖化防止のための対策」、「省エネル

ギー対策」は重点改善項目（市民の満足度が低く重要度が高い）となっていま

す。地球温暖化の影響を「緩和」するために取り組むべきこととして要望の高い

ものは、「公共交通機関の充実・利便性を向上する（44.2％）」、「ごみの減量

やリサイクルなどの資源の有効活用を促進する（34.2％）」、「省エネ設備など

の普及にかかる支援制度の充実（28.7％）」が挙げられます。 

 

〇温室効果ガス排出量は、国の削減目標に準じて 2030 年度まで

に基準年度比（2013 年度）で 46％の削減、2050 年までに

カーボンニュートラルが求められていることから、実現に向け

た対策を一層強化することが求められます。 

 

 

 
図 4-14：温室効果ガス排出量の推移予測 

（対策を講じなかった場合） 

  

 4.4. 

課 題 

環境施策 

① 

現 状 
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②省エネルギー化の取組 

〇令和元年度のアンケート結果より、環境配慮行動を行っている（時々行っている

も含む）割合は、「節電などの省エネを心掛けている」が 95.3％、「意識して

省エネ製品を購入している」が 71.0％となっています。 

〇実施した取組は啓発が中心で、「環境ひろば」や、「出前講座」などのなかで地

球温暖化問題を取り上げてきたほか、市のホームページや広報きたひろしま、パ

ンフレットなどで省エネ情報の提供を行っています。 

 

〇環境意識調査より、省エネルギー行動や省エネ製品の購入は、

市民に浸透しつつありますが、温室効果ガス排出量の大幅な削

減を実現し、限りある資源を有効に活用していくためには、更

なる取組の推進が求められます。 

 

 

 

  
※四捨五入の関係で、合計しても100％とならない場合があります。 

図 4-15：節電などの省エネを心掛けている     図 4-16：外出時に自家用車の使用を控え、公共交通機 

（市民意識調査結果）           関を利用するようにしている（市民意識調査結果） 

 

 

  
※四捨五入の関係で、合計しても100％とならない場合があります。 

図4-17：自家用車のアイドリングストップを      図4-18：意識して省エネ製品を購入している 

実践している（市民意識調査結果）          （市民意識調査結果）  
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③再生可能エネルギー・次世代エネルギー 

〇市全体の再生可能エネルギー導入量を見ると、ほぼ全てが太陽光発電によるもの

で、事業者による大規模でかつ FIT 売電が中心になっていると考えられます。 

〇市では、「北広島市一般住宅用太陽光発電システム設置事業補助金」制度を実施

していますが、令和元年のアンケート結果より、家庭における再生可能エネルギ

ーの利用は浸透していない状況が伺えます。 

〇平成 20 年度から「廃食用油回収事業」を開始しており、市内の 4箇所で家庭か

ら排出される廃食用油を回収しています。平成 30 年度は 3,530L を回収してお

り、主にバイオ再生重油に再生され、燃料として再利用しています。 

 

〇家庭や事業者における自家消費を主とした適正規模の太陽光発

電などの普及や次世代エネルギーの活用が将来的に重要となっ

てきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

※FIT売電をしている再生可能エネルギー設備 
のみを集計としています。 

図 4-19：太陽光発電の補助件数       図 4-20：市全体の再生可能エネルギー導入量の推移 

出典：【太陽光発電の補助件数】北広島のかんきょう（北広島市） 

【市全体の再生可能エネルギー導入量】固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト（経済産業省） 

 
 
 

   
※四捨五入の関係で、合計しても100％とならない場合
があります。 

図 4-21：市内における規模別太陽光発電の導入割合   図 4-22：太陽光発電やバイオマス等の生再可能エネ 

ルギーを使っているか（市民意識調査結果） 

出典：【市内における規模別太陽光発電の導入割合】固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト（資源エネルギー庁）  
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④気候変動 

〇気象庁の地球温暖化予測情報第 9巻に基づき作成された、21 世紀末の石狩地方

の気候によると、石狩地方では、年間平均気温が約 5℃上昇すること、ほとんど

見られない真夏日が年に 30 日程度出現すること、一方で真冬日は年に 5日程度

に減ること、大雨・短時間強雨の発生日（回）数がともに増加すること、などが

予測されています。 

〇国や北海道の影響評価によると、農業、水資源、自然生態系、自然災害、健康、

都市生活等の各分野で影響が出ることが予測されています。 

〇令和元年のアンケート結果より、「気候変動・異常気象への適応対策」は重点改

善項目（市民の満足度が低く重要度が高い）となっています。気候変動への適応

のために取り組むべきこととして、要望の高いものは「集中豪雨や大雨、土砂災

害などへの対策（87.5％）」、「熱中症や感染症などへの対策（49.7％）」、

「水不足などへの対策（44.3％）」が挙げられます。 

 

〇気候変動によりさまざまな影響が出ることが予測されており、

重点改善項目であることから、対策を行っていくことが求めら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各結果は、温室効果ガスの排出削減対策が今後追加的に行われず、地球温暖化が最も進行する場合の「RCP8.5」シナリ
オを用い、20世紀末の気候（現在気候：1980～1999年）に対して、21世紀末の気候（将来気候：2076～2095
年）を比較したものです。 

図 4-23：石狩地方における気候変化の将来予測 

出典：21 世紀末の石狩地方の気候（気象庁） 
  

課 題 
環境施策 

② 

現 状 
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（2）基本方針 

「カーボンニュートラルを目指した、地球にやさしいまち」の実現に向け、市民・事業者・行政が

一体となり、脱炭素社会に向けた取組みが広がるよう、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー設

備への更新、次世代自動車の導入などの効果の高い地球温暖化対策を進めていきます。 

 

（3）取組内容（環境施策） 

①地球温暖化対策の推進 

1）計画的な温暖化対策の推進 

●地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、市の各施設や事業で省エネ行動や

リサイクルに取り組み、温暖化対策を率先して推進します。 

 

 

2）身近な温暖化対策の推進 

●温暖化による影響などについて、市民や事業者に対し、市のホームページや環境ひろ

ば、その他のイベントを通じて積極的な情報提供を実施し、カーボンニュートラル達

成に向けた認識共有、機運醸成・行動喚起を促進します。 

●温室効果ガス排出量を削減するため、節電やアイドリングストップなどの省エネ行動

や節水、ごみを減らす暮らしなどの省資源に留意した生活の必要性について啓発しま

す。 

●エコドライブ・アイドリングストップ等について情報提供を行うとともに、エコドラ

イブ講習会等を実施します。 

●若年層の温暖化への認識が低いことに対応し、小学生などの子どもを対象にした啓発

や情報提供に努めます。 

●省エネルギー設備に関する情報や導入支援策などについて情報提供に努めます。 

●環境に配慮した消費者（グリーンコンシューマー）を育成するため、情報提供等に努

めます。 

●EV・PHEV・FCV 等の次世代自動車の導入について情報提供等に努めます。 

●ファストフード等の消費が拡大している中で、食や農を考える機会をつくり、地産地

消を促進します。 

●地元農作物の直売所や体験型農業といったグリーンツーリズム活動を支援し、地産地

消を促進します。 

●民有林の整備による森林吸収源対策を促進します。 

●環境保全型農業を促進します。 

●省エネルギー農業機械の導入を促進します。 

●施設園芸における省エネルギー化を促進します。 

●市民参加による植樹を実施します。  
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3）事業活動における温暖化対策の推進 

●ISO14001 など、環境マネジメントシステムの導入に向けて啓発します。 

●省エネルギーに関する情報や、温暖化情報などをテーマとした出前講座を実施しま

す。 

●エネルギー消費の少ない再生品の使用など、環境にやさしい製品・サービスの購入に

ついて啓発します。 

●化石由来の原料の使用料を減らすため、家庭から収集したペットボトルについて、ペ

ットボトルのケミカルリサイクル「ボトル to ボトル」の実施を検討します。 

 

4）省エネルギーの促進 

●AI やⅠoT 等を活用した公共施設におけるエネルギー管理を検討します。 

●ＬＥＤ街路灯の設置等について自治会等への補助を実施します。 

●市有施設の新築や改修にあたっては、個別の施設修繕計画に併せて、施設のZEB
ゼ ブ

（ゼ

ロエネルギービル）化を検討します。 

●老朽化した照明灯について、環境負荷低減を目的にＬＥＤ化を推進します。 

●公共施設への LED 照明の導入や再生可能エネルギーの導入を検討します。 

 

５）再生可能エネルギー・次世代エネルギーの活用 

●太陽光発電等の新たなエネルギーの導入支援と地中熱等の未利用エネルギーに対する

国の支援策などの情報提供を行います。 

●生ごみの分別回収によるバイオガス化の取組を推進し、発生したガスを活用します。 

●家庭から出る廃食用油の回収を継続し、燃料として活用します。 

●一般住宅や事業所の ZEB 化・ZEH 化に向けた支援策を検討します。 

●EV・PHEV・FCV等の次世代自動車の普及促進について、導入支援策を検討します。 

●市の公用車を新たに購入・リース等する場合には、原則として BEV・PHEV・FCV

等の次世代自動車の導入を検討します。 

●水素サプライチェーン構築に向けた情報の収集と提供に努めます。 

●市有公共施設への急速給電設備の設置を検討します。 

●自家用自動車や業務用自動車について次世代自動車の導入を促進します。 

●急速給電設備等のインフラ整備を検討します。 

     ●道央廃棄物処理組合による、ごみの焼却処理及びごみの焼却熱を利用した発電システ

ムの運用を実施します。 
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６）低炭素型交通体系の構築 

●利便性の高い持続可能な公共交通網の構築を図るため、地域公共交通活性化協議会を

はじめとした、市民、交通事業者等との連携を推進します。 

●モビリティ・マネジメントや市民との連携等により、公共交通を利用しやすい公共交

通網の形成を図ります。 

●バス路線の利用状況や利用者ニーズを把握し、バス利用者が利用しやすい公共交通網

の形成を図ります。 

●ＪＲ北広島駅や各地域からボールパークにアクセスするための公共交通網の形成を図

ります。 

●自動運転やＭaaS（マース）などの先端技術を用いた新たな交通サービスについての

調査を推進します。 

●パーク・アンド・ライドの利用を促進します。 

●幹線道路の改良や整備を実施して、自動車交通の円滑化を図り、渋滞緩和策を推進し

ます。 

 

 

②気候変動による影響への適応 

1）自然災害対策 

●北広島市強靭化計画に基づき、気候変動等による影響の少ないまちづくりに努めま

す。 

●災害廃棄物の収集、処理を適正かつ迅速に実施するため、災害廃棄物処理計画の策定

を検討します。 

●東の里遊水地等を活用した治水対策を実施します。 

●水源の涵養など森林の保有する多面的機能の維持に努めます。 

 

 

２）自然・健康対策 

●動植物データの収集体制の整備について、検討します。 

●熱中症対策について周知します。 

 

 

③その他の地球環境問題への対応 

1）オゾン層破壊、酸性雨等の情報提供等 

●フロン等の回収と廃棄を推進します。 

●酸性雨や森林破壊などの動向について、情報収集と提供に努めます。 
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（4）成果指標 

指標 実績値（2018年度） 目標値（2030年度） 

市内の温室効果ガス排出量 
689（千ｔ―CO₂） 

※2013 年度基準年 

385（千ｔ―CO₂） 

※基準年から 46％削減 

新築住宅における ZEH の割合 調査未実施 50％ 

事業所の ZEB の割合 調査未実施 50％ 

LED 照明の導入率 調査未実施 100％ 

設置可能な公共施設への再生可能エネ

ルギー設備の導入割合 
12％ 50％ 

HEMS 及び BEMS の導入割合 調査未実施 30％ 

次世代自動車の導入率 調査未実施 50％ 

積極的に温暖化対策を実践している人の

割合（アンケート調査による） 

12％ 70％ 

 

※本計画における ZEH の範囲 

 

要件 省エネ率 エネルギー削減率 

ZEH 

省エネ機器の活用に加え、 

再生可能エネルギーの導入 

 

２０％以上 

100％以上 

Nearly 

ZEH 75～100％ 

 

※本計画における ZEB の範囲 

 要件 

省エネ率 エネルギー削減率 

ZEB 

省エネ機器の活用に加え、 

再生可能エネルギーの導入 

 50％以上 

100％以上 

Nearly 

ZEB 75～100％ 

ZEB 

Ready 省エネ機器の活用 50％以上 

ZEB 

Oriented 

再生可能エネルギーの導入に加え、

国が定めた技術を導入したビルで

延べ面積が 1 万㎡以上の建物 

30％または 40％以上 
30％または 

40％以上 
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（5）市民・事業者の役割（行動指針） 

①市民 

●節電などにより、省エネルギー対策に努めます。 

●LED 照明などの省エネルギー機器の導入や、再生可能エネルギーの導入について検

討します。 

●文具等を購入する際は、グリーン購入に努めます。 

●自動車を新たに所有する際は、EV・PHEV・FCV 等の次世代自動車を検討します。 

●農作物の地産地消に努めます。 

●移動手段は、徒歩や自転車、公共交通機関の利用に努めます。 

●住宅を新築・改築する際は、ZEH 化について検討します。 

●省エネ性能の高い家電などの環境配慮型製品への買換えを検討します。 

●HEMS
ヘ ム ス

（ホームマネジメントシステム）などのエネルギーマネジメントシステムの導

入について検討します。 

●生ごみは分別して排出するか、コンポスト等を利用して自家処理します。 

●熱中症等の対策を充分に行います。 

 

 

②事業者 

●節電などにより、省エネルギー対策に努めます。 

●事業活動で使用する文具等は、グリーン購入に努めます。 

●FEMS
フ ェ ム ス

（ファクトリーエネルギーマネジメントシステム）BEMS
ベ ム ス

（ビルエネルギーマ

ネジメントシステム）などのエネルギーマネジメントシステムの導入について検討し

ます。 

●LED 照明などの省エネルギー機器の導入や、再生可能エネルギーの導入について検

討します。 

●業務用の自動車を導入する際は、EV・PHEV・FCV 等の次世代自動車の導入を検討

します。 

●省エネルギー農機の導入について検討します。 

      ●事業所の新築や改修時には ZEB 化について検討します。 

       ●事業所から発生する生ごみは分別して排出します。 
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4.5. 環境教育・環境配慮行動 
 

 

（1）現状と課題 

①学習機会の提供 

〇市民向けの学習機会として、「自然観察会」、「エコ講座」、「エコクッキン

グ」などを開催しているほか、町内会や企業の求めに応じて出前講座などを実施

しています。 

〇令和元年度のアンケート結果より、一人ひとりが自主的に環境配慮の取組を進め

ていくために行政に求める支援では、「学校教育における環境教育（49.1％）」

が最も多い結果となっています。その中、市では小中学校での環境教育を支援す

るため、レクリエーションの森などでの自然観察会や環境をテーマにした授業に

講師を派遣しているほか、植林活動や農業体験などの取組を進めています。ま

た、富ヶ岡市有林の一部を「げんきの森」に設定して、里山体験学習などを実施

しています。 

〇歴史を含む郷土の環境を学ぶ取組として、「北広島市エコミュージアムセンター

知新の駅」を中心に、旧島松駅逓所周辺サテライトと同様のサテライトを各地区

で指定し、地域の遺産などをさまざまなかたちで発信していく「北広島エコミュ

ージアム構想」を進めています。 

 

〇市では、さまざまな形で学習機会を提供してきましたが、今

後、市民一人ひとりが自主的に環境配慮の取組を進めていくた

めには、さらなる学習機会の充実が求められます。 

 

  
図 4-24：自主的に環境配慮の取組を進めるために       図 4-25：北広島市交流農園の様子 

あるとよい行政の支援（市民意識調査結果）  

49.1%

24.5%

24.5%

29.3%

29.0%

24.5%

6.1%

16.9%

19.3%

29.8%

15.6%

2.1%

学校教育における環境教育

社会人に対する環境教育

環境分野に関する人材育成

環境情報の整備・提供

環境配慮の取り組み方法について行動指

針などによる情報提供

環境配慮の取り組みの成功事例の紹介

優良な環境配慮の取り組みへの表彰・評

価制度の充実

市民、事業者、行政、NPOなどのパート

ナーシップのためのネットワークづくり

環境保全活動への助成

再生可能エネルギー導入への助成

環境保全活動への税の軽減措置

その他

0% 20% 40% 60%n=379

課 題 
環境施策 

① 

現 状 

出典：【図 4-26】きたひろ農学校：きたひろしま交流農園マップ（北広島市） 

 4.5. 
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②情報の提供と啓発の実施 

〇環境施策の実施状況や環境関連の測定値や状況などを「北広島のかんきょう」で

毎年公表しています。また、子供向けの環境小冊子「こどもの北広島のかんきょ

う」や「北広島こどものかんきょうマップ」を配布しています。 

〇省エネに関する啓発パンフレットなどの発行に加え、市のホームページや、広報

きたひろしま等を通じ、各種環境に関する情報の掲載などを行っています。 

〇令和元年度のアンケート結果より、「環境に関する情報の内容と入手のしやす

さ」は重点改善項目（市民の満足度が低く重要度が高い）で、改善の優先度が最

も高い項目となっています。情報が足りない代表的なものとしては「住んでいる

地域の環境の情報（43.8％）」、「地球温暖化に関する状況やその対策に関する

情報（31.0％）」、「市民が取り組める環境に配慮した行動に関する情報

（27.6％）」などが挙げられます。なお、情報の入手方法については、年齢によ

り異なっていることが分かりました。 

 

〇環境白書をはじめ、省エネパンフレットなど様々な形で環境に

関する情報の提供を行ってきましたが、市民意向を踏まえ、年

齢による入手方法なども考慮して、これまで以上に情報を充実

させるとともに、入手のしやすさに対応していくことが求めら

れています。 

 

   
図 4-26：環境に関する情報の入手先（左）と情報が足りない（量や正確さなど）と思うもの（右）（市民意識調査結果）  
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動

環境ホルモンやダイオキシンなど有害物質に

関する情報

ごみの減量化やリサイクルなど循環型社会に

関する情報

購入する製品・サービスの環境負荷に関する

情報

自然とのふれあいに関する情報

野生動植物の保護・管理に関する情報

地球温暖化に関する状況やその対策に関す

る情報

事業者の環境保全の取り組みや環境負荷

に関する情報

市民が取り組める環境に配慮した行動に関

する情報

市の環境関連の調査結果や環境施策など

の情報

世界や国・北海道などの環境保全の情報

環境保護団体の情報

その他
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課 題 

環境施策 
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③市民活動の推進と協働 

〇市内の一斉清掃や集団資源回収、ごみステーションの管理など、多くの町内会な

どが市と連携しながら地域の美化やリサイクルなどを進めています。 

〇ごみの減量化やリサイクル促進のため、生ごみのたい肥化技術の普及講習会や、

リサイクルに関する講演会、シンポジウムの開催など、「北広島環境市民の会」

が市と連携しながら活動を行っています。 

〇地域での自主的な緑化活動を支援するため、緑化基金を活用して花や木の苗を町

内会などに配布しています。 

〇市民への環境保全行動の啓発のために、「エコ・パートナーシップ北広島」を中

心として地球温暖化対策などを考える「北広島環境ひろば」や「エコ講座」など

を開催しています。（再掲） 

〇市民自らが美しい景観づくりを考える機会として、「花のまちコンクール」やオ

ープンガーデン見学会などを開催し、市民の景観に対する意識の向上に努めてい

ます。 

〇北広島市公園等里親制度を導入し、清掃美化や草刈りなど、地域の団体との協働

で公園などの維持管理を進めています。 

 

〇さまざまな環境に対する取組では、市民団体や事業者などと連

携・協働することで、より多くの市民がかかわりを持ち、さら

なる環境意識の向上が図られるなどの効果があると考えられる

ことから、今後も連携・協働に努めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-27 エコ・パートナーシップ北広島による    図4-28 北広島消費者協会による「エコクッキング」 

「エコ講座」 

 

 

 

 

 

  

課 題 

環境施策 

③ 

現 状 
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（2）基本方針 

「ひとと環境との関わりを学び、環境に配慮した行動ができる人を育むまち」の実現に向け、環境

に関する市民理解を深めていくための学習機会や情報提供の充実、入手しやすさを図るとともに、市

民の環境づくり活動に対する支援を進め、市民や団体、事業者などとの交流や連携・協働に取り組み

ます。 

 

（3）取組内容（環境施策） 

①環境学習・教育の充実 

1）環境学習の充実 

●より多くの市民が参加することができるよう、学習機会の充実に努めます。 

●さまざまな動植物とふれあう自然観察会など、環境保全の大切さを体験しながら学べ

る機会の充実に努めます。 

●自治会や企業などでの環境学習を拡充するため、魅力的な出前講座プログラムの開発

に努めます。 

 

 

2）環境教育の充実 

●小中学校での環境教育を充実していくため、自然観察会などの環境関連講座の開催や

環境に関する学習教材の提供などに努めます。 

●学校生活の中にリサイクル活動などの環境保全行動を取り込み、子どもの環境意識の

向上に努めます。 

●「環境教育」を小中学校の共通実践課題の一つに位置付け、学校生活における環境保

全行動の取込みを促進します。 

 

 

3）人材の活用と育成 

●環境関係の学習会の開催にあたっては、積極的に市内の実践者などの人材に協力を求

め、環境学習の担い手として活用します。 

●市の職員に対して環境関連の研修を実施するなど、職員の環境意識の向上に努めま

す。 
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②情報の提供 

1）情報の基盤づくり 

●自然環境の調査や各種の測定結果など、北広島市の環境に関する基礎資料の収集・蓄

積に努めます。 

●市民が必要とする環境に関する情報収集に努めます。 

●自治会や企業などでの環境学習を拡充するため、魅力的な出前講座プログラムの開発

に努めます。（再掲） 

 

 

2）情報発信 

●「北広島のかんきょう」を作成し、情報提供に努めます。 

●市民に分かりやすいパンフレットやガイドブックなどを作成し、情報提供に努めま

す。 

●インターネット等を活用し、市民が情報を入手しやすいように努めます。 

 

③市民活動の支援と連携・協働 

1）市民活動の支援と交流 

●植樹や花壇づくり、集団資源回収など、地域の環境活動への支援を実施します。 

●「環境ひろば」など、市民や団体、事業者などが参加、交流できるイベントを実施し

ます。 

●インターネット等を活用した、市民・団体の相互の情報交換や情報の共有化などに努

めます。 

 

 

2）多様な連携と協働 

●啓発事業や学習会、自然環境調査、環境づくりなどの活動を、市民団体や事業者など

との連携や協働により、効果的に推進します。 

●エコ・パートナーシップ北広島等の環境団体と協働し、市民の協力を得ながら市民意

見を反映した地球温暖化対策を推進します。 

●複数の市町村等がかかわる課題については、広域的な連携により解決策を検討しま

す。 
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（4）成果指標 

指標 実績値（2018年度） 目標値（2030年度） 

環境啓発事業への参加校数の割合 33.3％ 100％ 

第3次北広島市環境基本計画の認知度（ア

ンケート調査による） 

調査未実施 50％ 

環境配慮行動計画やガイドラインの策定をして

いる企業の割合（アンケート調査による） 

18.2％ 50％ 

環境ボランティアや環境学習を実施してい

る事業者の割合（アンケート調査による） 

13.6％ 40％ 

 

（5）市民・事業者の役割（行動指針） 

①市民 

●「環境ひろば」等の環境イベントへの参加に努めます。 

●環境に関する情報収集に努めます。 

●環境にやさしい行動に努めます。 

 

②事業者 

●環境ボランティアや環境学習の実施に努めます。 

●環境に関する情報収集に努めます。 

●環境配慮行動計画やガイドラインの策定に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

図4-29 環境ひろば2019のポスター 
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第 5 章 計画の推進 
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5.1.計画の進行管理 
本計画の進行管理を適切に行うため、環境審議会の意見などを参考に、PDCA サイクル（Plan[計

画する]、Do[実行する]、Check[評価する]、Act[改善する]）の考え方に基づき、取組内容が継続的

に向上していくよう見直しに努めていくこととします。 

本計画の進行状況の把握は、毎年定期的にすべての市の環境関連施策の実行状況を集約し、整理と

一定の評価を行うこととします。評価結果を踏まえ、必要に応じて見直しを行い、次年度の取組を行

っていきます。 

集約した環境施策の状況については、各種の測定結果やその他の環境の状況とともに環境審議会に

報告し、条例で定める「環境の状況等の公表」の規定に基づき、「北広島のかんきょう」や市のホー

ムページなどで市民に公表します。 

また、分野ごとに設定した成果指標についてもアンケート調査により把握する指標を除き毎年確認

を行うものとし、定量的な評価を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1：PDCAサイクルによる計画の進行管理 

  

継続的な改善 
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5.2.計画推進のための体制・組織 
市庁内に総合的な推進体制を整えます。また、諮問機関として環境審議会を置きます。 

 

（1）市の推進体制 

市のさまざまな部門に関係する環境基本計画の推進のため、関係各課が必要に応じて適切に連携す

ることとします。 

また、市の全体にかかわる施策や課題については、計画の総合的な検討及び調整を図るための横断

的な組織である「環境検討委員会」で調整を図り、総合的な推進を図ります。 

 

（2）環境審議会 

環境審議会は、市長の諮問に応じ、「環境基本計画に関すること」「環境の保全及び創造に関する

基本的事項」について調査審議することと条例で定められています。 

市では計画の推進に関することのほか、環境に関する諸課題などについて、必要な意見を求めてそ

の反映に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2：計画推進のための体制 

  

関
係
部
局 

市 長 環境審議会 

諮 問 

調整 

市
民
環
境
部 

答 申 

関
係
部
局 

関
係
部
局 

関
係
部
局 

北広島市環境検討委員会 

連携 



 

59 

 

5.3.協働推進の方針 
計画を推進するための取組は、市民１人で実践するものから、市民団体や事業者、市などが実施

するもの、これらが連携するものなどさまざまな形がありますが、目標の実現のためには市民や事

業者などの協力が必要不可欠であることから、次のような方針で連携・協働を進めていくこととし

ます。 

 

（1）市民や事業者との協働 

市民や事業者の協力を得て、効果的な取組を進めることができるよう、活動や事業ごとに実行委員

会や協議会を設置するなど、適切な方法で連携・協働するように努めます。 

また、団体との協働や対話を通じて市民意見を聴取し、その反映に努めます。 

 

（2）他の自治体や国・北海道などとの連携 

複数の市町村が関わる広域的な問題については、関係市町村や国、北海道などと連携した取組を進

めるほか、必要に応じて国や道への要請を行っていきます。 

 

（3）行動指針に基づく環境配慮行動の促進 

市民や事業者が行う取組として計画に掲げた「行動指針」については、それぞれが自主的に実践し

ていくことが望まれます。 

家庭や職場、学校などで行える身近な環境配慮の取組が進むよう、情報や学習機会の提供を行うこ

とによって、環境配慮行動を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3：計画の協働推進 
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北広島市環境基本条例 

平成 12 年 3 月 23 日 

条例第 22 号 

目次 

前文 

第 1 章 総則第 1 条～第 6 条) 

第 2 章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

(第 7 条～第 25 条) 

第 3 章 地球環境保全のための施策(第 26 条・

第 27 条) 

第 4 章 北広島市環境審議会(第 28 条) 

附 則 

 

北広島市は、石狩平野の南部に位置し、北西は札幌

市、北は江別市、東は千歳川をはさんで長沼町と南幌

町に、南は恵庭市に接している。地形は、南西部にあ

る島松山から、北東方面に緩傾斜面の波状台地が広が

り、千歳川流域の平地に連なっている。地層は、大部

分が洪積層からなっている。 

市域は北東部に広がる野幌森林をはじめ、比較的豊

かな森林に囲まれている。その森と森の間からの幾筋

もの水の流れが河川となり、千歳川などを経て、石狩

川に合流し、日本海へとそそいでいる。 

この地の人々と生き物たちは、大昔から現在に至る

までこれらの自然の恵みを享受してきた。 

このような中で、昭和 40 年代後半から市街化区域

の拡大等により、都市化が進行した。こうした急速な

都市化に伴う人口の増加や事業所の増加等が、環境へ

の負荷を増大させてきている。 

私たちは、健康で文化的な生活を営むとともに、豊

かな環境を享受する権利を有している。また、環境の

保全及び創造に努め、良好な環境を次世代の人々へ引

き継ぐ責務をも等しく担っている。 

温暖化をはじめとする地球環境問題、都市・生活型

公害、廃棄物の増大等、今日の環境問題の背景には大

量生産・大量消費・大量廃棄の生活様式がある。これ

らの環境問題を解決していくためには、私たちの社会

経済システムや生活様式そのものを見直し、地域社会

を環境への負荷の少ない、持続可能な社会に変えてい

かなければならない。 

そのためには、私たちが、この大地に生きてきたす

べての先人の知恵と歴史的経験を謙虚に学び、自然と

の共存を基調とした自主的で積極的な取組を進める

ことが求められている。 

市、市民及び事業者が地球的視野に立って英知を出

し合い、自らの取組として環境の保全及び創造を推進

していくため、ここに環境基本条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適

な環境の維持及び創造(以下「環境の保全及び創造」

という。)について、基本理念を定め、並びに市、市

民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境

の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、環境の保全及び創造に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将

来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与する

ことを目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この条例において「環境への負荷」とは、人

の活動により環境に加えられる影響であって、環境

の保全上の支障の原因となるおそれのあるものを

いう。 

2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活

動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の

進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地

球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす

事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献

するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に

寄与するものをいう。 

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の

支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生

ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水

質以外の水の状態又は水底の底質が悪化すること

を含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱

物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)

及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生

活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接

な関係のある生物及びその生育環境その他の自然

環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることを

いう。 

4 この条例において「事業者」とは、工業、商業、

農業その他の事業を営む者をいう。 

（基本理念） 

第 3 条 環境の保全及び創造は、人類の存続基盤で

ある限りある環境の恵沢を現在及び将来の世代が

享受するとともに、良好で快適な環境が将来にわた
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って確保されるよう、適切に推進されなければなら

ない。 

2 環境の保全及び創造は、人と自然との共存を基本

として、環境への負荷の少ない持続可能な社会の実

現に向けて、市、市民及び事業者の公正な役割分担

のもとに自主的かつ積極的な取組として行われる

とともに、科学的知見の充実に努めながら、総合的

かつ計画的に進められなければならない。 

3 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境と

密接に関連していることから、地域での取組として

進められなければならない。 

（市の責務） 

第 4 条 市は、環境の保全及び創造に関する総合的

かつ計画的な施策を策定し、及び実施しなければな

らない。 

（市民の責務） 

第 5 条 市民は、環境の保全上の支障を防止するた

め、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費

等による環境への負荷の低減に努めなければなら

ない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及

び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施す

る環境の保全及び創造に関する施策に協力するも

のとする。 

（事業者の責務） 

第 6 条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、こ

れに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適

正に保全するために、その責任において必要な措置

を講じなければならない。 

2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、

物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに

当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃

棄物となった場合にその適正な処理が図られるこ

ととなるよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 前 2 項に定めるもののほか、事業者は、環境の保

全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販

売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活

動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄され

ることによる環境への負荷の低減が図られるよう

製品の開発、廃棄物の減量等に努めるとともに、そ

の事業活動において、再生資源その他の環境への負

荷の低減に役立つ原材料、役務等を利用するよう努

めなければならない。 

4 前 3 項に定めるもののほか、事業者は、その事業

活動に関し、環境の保全及び創造に役立つよう自ら

積極的に努め、及びその事業活動に係る環境の保全

及び創造に関する情報の自主的な提供に努めると

ともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する

施策に協力しなければならない。 

第 2 章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

（施策の基本方針） 

第7条 市は、第3条に定める基本理念にのっとり、

次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計

画的に進めるものとする。 

(1) 人の健康の保護及び生活環境の保全が図られ、

健康で安全に生活できる社会を実現するため、大気、

水、土壌等を良好な状態に保持すること。 

(2) 人と自然が共存する豊かな環境を実現するため、

野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保

を図るとともに、森林、草原、河川、水辺地等にお

ける多様な自然環境を保全すること。 

(3) 潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが実感で

きる社会を実現するため、良好な環境の保全を図り

つつ、身近な緑や水辺とのふれあいづくり、自然と

調和した良好な景観の形成、歴史的文化遺産の保存

及び活用等を推進すること。 

(4) 環境への負荷の少ない循環型の地球環境保全に

貢献できる社会を実現するため、廃棄物の処理の適

正化を進めるとともに、廃棄物の減量化、資源の循

環的利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用を

推進すること。 

(5) 環境の保全及び創造の担い手の育成を図るため、

先人の文化及び歴史、自然との関わり等の学習等を

継続して推進すること。 

（環境基本計画） 

第 8 条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全

及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計

画」という。)を定めなければならない。 

2 環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する長

期的な目標及び施策の基本的事項を定めるものと

する。 

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あ

らかじめ、市民及び事業者の意見を反映することが

できるよう必要な措置を講じなければならない。 
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4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あ

らかじめ北広島市環境審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

5 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに

これを公表しなければならない。 

6 前 3 項の規定は、環境基本計画の変更について準

用する。 

（環境の状況等の公表） 

第 9 条 市長は、毎年、市民に環境の状況、環境への

負荷の状況、環境基本計画に基づき実施された施策

の状況等に関する報告書を作成し、及び公表しなけ

ればならない。 

（環境への配慮） 

第 10 条 市は、環境に影響を及ぼすことが予測され

る施策を策定し、及び実施するに当たっては、良好

な環境の保全を図る見地から、環境への影響が低減

されるよう十分配慮するものとする。 

2 市長は、環境の保全上の支障を防止するために特

に必要があるときは、事業者と良好な環境の保全等

に関する協議、協定の締結等の措置を講ずるものと

する。 

（良好な都市景観の形成等） 

第 11 条 市は、快適で文化的な環境を維持し、及び

創造するため、自然と調和した良好な都市景観の形

成、歴史的文化遺産の保存及び活用その他の必要な

措置を講ずるものとする。 

（環境影響評価の推進） 

第 12 条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれの

ある事業を行おうとする者が、その事業の実施に当

たり、あらかじめその事業に係る環境への影響につ

いて自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結

果に基づき、その事業に係る良好な環境の保全につ

いて適正な配慮をすることができるよう、指導、助

言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（規制等の措置） 

第 13 条 市は、公害を防止するため、公害の原因と

なる物質の排出等に関し、必要な規制の措置を講じ

なければならない。 

2 市は、自然環境の保全等を図るため、自然環境の

適正な保全等に支障を及ぼすおそれがある行為に

関し、必要な規制の措置を講じなければならない。 

3 前 2 項に定めるもののほか、市は、環境の保全上

の支障を防止するため、指導、助言その他の必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

（助成等） 

第 14 条 市は、市民及び事業者の環境への負荷の低

減のための活動その他環境の保全及び創造に役立

つための活動を助長する必要があるときは、適正な

助成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（環境保全及び創造に関する施設の整備） 

第 15 条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、

廃棄物及び下水道処理施設その他の公共施設の整

備を図るものとする。 

（廃棄物の減量の促進等） 

第 16 条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃

棄物の処理の適正化を推進するとともに、市民及び

事業者による廃棄物の減量、資源の循環的利用及び

エネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措

置を講ずるものとする。 

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設

の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっ

ては、廃棄物の減量、資源の循環的利用及びエネル

ギーの適切かつ有効な利用に努めるものとする。 

3 市は、環境への負荷の低減に効果がある製品等の

利用の促進を図るため、必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

（環境学習の推進） 

第 17 条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創

造についての理解を深めるとともに、環境の保全及

び創造に関する行動意欲が増進されるよう、環境の

保全及び創造に関する学習を推進するものとする。 

2 前項の場合において、市は、特に児童・生徒の学

習を積極的に推進するために必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

（民間団体等の自発的な活動の支援） 

第 18 条 市は、前条に定めるもののほか、市民、事

業者又はこれらの者の組織する団体(以下「民間団

体等」という。)による環境の保全及び創造に関する

自発的な活動が促進されるよう、指導、助言その他

の必要な措置を講ずるものとする。 

（民間団体等の参加の機会の確保） 

第 19 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を

推進するに当たっては、民間団体等の参加の機会の

確保に努めるものとする。 

（情報の提供） 

第 20 条 市は、第 17 条に規定する環境学習の推進

及び第 18 条に規定する民間団体等の自発的な活
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動を促進するため、環境の保全及び創造に関する必

要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。 

（調査及び科学的知見の収集） 

第 21 条 市は、環境の保全及び創造に関する事項に

ついて、必要な調査を行うとともに、科学的知見の

収集に努めるものとする。 

（事業者の環境管理に関する取組の支援） 

第 22 条 市は、事業活動に伴う環境への負荷の低減

を図るための事業者の環境管理に関する取組が促

進されるよう、指導、助言その他の必要な措置を講

ずるものとする。 

（監視等の体制の整備） 

第 23 条 市は、環境の状況を的確に把握するため、

必要な監視、測定等の体制の整備を図るものとする。 

（国、北海道等との協力） 

第 24 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に

ついて、国、北海道及びその他の地方公共団体と協

力してその推進に努めなければならない。 

（財政上の措置） 

第 25 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を

進めるため、必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

第 3 章 地球環境保全のための施策 

（地球環境保全のための施策の推進） 

第 26 条 市は、地球環境保全に貢献するため、地球

の温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策を

積極的に推進するものとする。 

（地球環境保全のための国際協力の推進） 

第 27 条 市は、国、北海道及びその他の地方公共団

体と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進

に努めるものとする。 

第 4 章 北広島市環境審議会 

（北広島市環境審議会） 

第 28 条 環境の保全及び創造に関する基本的事項

を調査審議するため、北広島市環境審議会(以下「審

議会」という。)を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審

議する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか環境の保全及び創造に

関する基本的事項 

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意

見を述べることができる。 

4 審議会は、委員 10 人以内をもって組織する。 

5 特別の事項を調査審議するため必要があるとき

は、審議会に臨時委員を置くことができる。 

6 審議会の委員及び臨時委員は、識見を有する者そ

の他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱

する。 

7 審議会の委員の任期は、2 年とし、委員に欠員が

生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

8 審議会の臨時委員は、特別の事項に関する調査審

議が終了したときは、解任されるものとする。 

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

（北広島市環境審議会条例の廃止） 

2 北広島市環境審議会条例(平成 10 年北広島市条

例第 16 号)は、廃止する。 

（経過措置） 

3 この条例の施行の際現に北広島市環境審議会条

例の規定により委嘱された環境審議会委員は、この

条例の規定により委嘱された環境審議会委員とみ

なす。  
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資料 2．北広島市環境検討委員会設置規程 
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北広島市環境検討委員会設置規程 

平成 10 年 5 月 28 日 

訓令第 17 号 

（設置） 

第 1 条 北広島市環境基本条例(以下「基本条例」と

いう。)の制定並びに北広島市環境基本計画(以下

「基本計画」という。)の策定及び推進に関し、総合

的な検討及び調整を図るため、北広島市環境検討委

員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

（所掌事務） 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 基本条例案の策定に関する事務 

(2) 基本計画案の策定に関する事務 

(3) 基本計画の進行管理に関する事務 

（組織） 

第 3 条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもっ

て組織する。 

2 委員長は、市民環境部長をもって充てる。 

3 副委員長は、市民環境部環境課長をもって充てる。 

4 委員は、職員のうちから市長が任命する。 

（委員長及び副委員長） 

第 4 条 委員長は、委員会を統括し、委員会の会議

(以下「会議」という。)の議長となる。 

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があ

るときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 5 条 会議は、必要に応じ、委員長が招集する。 

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委

員以外の者の出席を求めることができる。 

（庶務） 

第 6 条 委員会の庶務は、市民環境部環境課におい

て行う。 

（委任） 

第 7 条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運

営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成 10 年 6 月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 12 年訓令第 4 号) 

この訓令は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 18 年訓令第 2 号) 

この訓令は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 22 年訓令第 3 号) 

この訓令は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 3．北広島市環境審議会委員 

 

  



 

 

北広島市環境審議会は、北広島市環境基本条例第 28 条の規定により「環境の保全及び創造に関す

る基本的な事項」を調査審議するために設置することになっています。 

令和 2（2020）年度時点での北広島市環境審議会は、学識経験者 3 名、団体推薦 4 名、公募市

民 3 名の計 10 名の委員で構成されており、令和 2（2020）年 3 月 28 日から令和 4（2022）

年 3 月 27 日までの 2 年間が任期となっています。 

 

表 1  北広島市環境審議会委員 

役職 氏名 所属など 備考 

会長 早矢仕 有子 北海学園大学教授 学識経験者 

副会長 鈴木 重政 星槎道都大学教授 学識経験者 

委員 安藤 直哉 北海学園大学准教授 学識経験者 

委員 齊藤 富明 北広島商工会 商業団体推薦 

委員 皆木 友和 道央農業協同組合 農業団体推薦 

委員 後藤 猛 北広島市工業振興会 工業団体推薦 

委員 橋本 敬子 北広島消費者協会 消費者団体推薦 

委員 森下 徹 市民代表 市民公募 

委員 藤野 伸之 市民代表 市民公募 

委員 木川 利江子 市民代表 市民公募 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4．第 3 次環境基本計画策定経過 

 

  



 

 

 

表 2  第3次環境基本計画策定経過 

 

年 月 日 内   容 

平成 12 年 3 月 北広島市環境基本条例制定（施行は平成 12 年 4 月） 

平成 13 年 3 月 北広島市環境基本計画を策定 

平成 23 年 3 月 北広島市第 2 次環境基本計画を策定 

  

令和 2 年 2 月 19 日～ 

 令和 2 年 3 月 4 日 

環境に関する市民・事業者アンケートを実施 

 市民：発送 1,000 件、回収 405 件 事業者：発送 110 件、回収 23 件 

令和 2 年 7 月 1 日 

令和 2 年第 1 回環境審議会開催 

 ・第 2 次北広島市環境基本計画の達成状況について 

 ・第 3 次北広島市環境基本計画の策定について  など 

令和 2 年 8 月 4 日 

令和 2 年第 2 回環境審議会開催 

 ・「めざす環境の姿」「めざす市民の姿」について 

 ・第 3 次北広島市環境基本計画の施策について  など 

令和 2 年 10 月 8 日 

令和 2 年第 3 回環境審議会開催 

・計画素案の諮問 

・各分野の取組について（生活環境、循環型社会、自然共生社会）  など 

令和 2 年 10 月 28 日 

令和 2 年第 4 回環境審議会開催 

・各分野の取組について（自然共生社会、地球環境、環境教育・環境配慮行動）   

など 

令和 2 年 11 月 17 日 エコ・パートナーシップ北広島（地球温暖化対策地域協議会）との意見交換会 

令和 2 年 12 月 21 日～ 

 令和 3 年 1 月 20 日 
計画素案のパブリックコメント受付 

令和 3 年 2 月 2 日 
令和 3 年第 1 回環境審議会開催（書面会議） 

・計画素案の答申案について 

令和 3 年 2 月 3 日 パブリックコメントの結果報告 

令和 3 年 2 月 10 日 環境審議会会長から市長へ答申 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 5．環境意識調査結果 

 

  



 

 

（1）調査の趣旨 

新たな計画策定に当たり、北広島市の「環境の現状」や「環境政策・施策」、「地球温暖化」等に

係る市民及び事業者の意識を調査し、今後の方向性を検討する際の参考とするため実施しました。 

 

（2）調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査結果の見方】 

○比率は百分率で、小数点第 2位を四捨五入して算出しています。このため、百分率の合計が 100

％にならないことがあります。 

○回答者数を「n=●●」で示しています。 

○無回答は集計から除外しているため、回収数と設問ごとの回答数は異なる場合があります。 

○エラー回答については、無効回答として扱っています。ただし、上限のある複数選択の設問で、指

定した数以上の回答を選択していた場合は、全ての内容を反映しています。  

 市民意識調査 事業者意識調査 

調査対象 
●北広島市に居住する 20 歳以上の市民か

ら無作為に 1,000 名を抽出 

●北広島市に所在する事業所から無作為に

110 事業所を抽出 

回 収 率 ●40.5％（405 人） ●20.9％（23 事業者） 

調査方法 ●郵送による配布・回収 

調査項目 

●回答者属性 

●家庭でのエネルギーの使用状況 

●10 年前と比べた市の環境 

●10 年前と比べた環境意識・行動の変化 

●実践している環境配慮行動 

●市の環境に対する評価 

●市の環境への総合的な満足度 

●環境に関する情報の入手方法 

●環境に関する情報で不足しているもの 

●地球温暖化の影響を「緩和」するため、

市で取り組むべきこと 

●地球温暖化の影響における気候変動へ

の「適応」のため、市で取り組むべきこ

と 

●環境配慮の取り組みを進めていくため

に行政に望む支援 

●自由意見 

●回答事業者属性 

●事業所でのエネルギーの管理・使用状況 

●環境配慮に関する取り組みの実践状況 

●事業における環境配慮の位置づけ 

●環境マネジメントシステムへの取り組み 

●環境に関わる社会貢献活動の実践の有無 

●環境配慮の取り組みを推進するために行

政に期待する支援 

●地球温暖化による事業への影響 

●地球温暖化の「影響」を緩和するための事

業所の考え方 

●地球温暖化の影響における気候変動への

「適応」のため、市で取り組むべきこと 

●再生可能エネルギーや省エネ設備の利用

状況・今後の意向 

●省エネルギー化や再生可能エネルギー導

入などの地球温暖化対策の実施にあたり

課題となっていること 

●自由意見 

調査期間 ●令和２年２月 19 日～３月４日 

 



 

 

（3）市民意識調査結果 

●北広島市の環境について 10 年前と比較すると、良い評価が悪い評価を上回っていることから全体

的に良くなっていると考えられます。なかでも、「循環型社会（ゴミの減量やリサイクル、ごみの

適正処理）」については、良いと評価された割合が 67.7％で特に高い状況でした。 

 

 
図 1 10年前と比較したテーマ別の環境の変化 

 

 

●環境問題に対する意識と行動について 10 年前と比較すると、「意識の高まりや芽生えによって環

境に対して良い行動をとるようになった」回答者は多い状況でした。そのなかでも、「環境を守ら

なくてはと思うが、行動には結びついていない」が 24.6％と一定程度いることから、啓発や取り

組みができる環境を整えていくなど、対策を講じることが重要になると考えられます。 

 

 
図 2 10年前と比べた環境に対する意識と行動の変化 

 

11.2%

19.5%

5.1%

3.5%

6.7%

23.8%

48.2%

19.8%

21.1%

30.6%

57.1%

26.6%

58.8%

59.9%

57.9%

6.0%

4.7%

13.6%

11.8%

4.0%

1.9%

1.1%

2.7%

3.7%

0.8%

生活環境（大気汚染や水質汚濁、悪臭の防止など）(n=366)

循環型社会（ごみの減量とリサイクルの推進、ごみの適正処理な

ど）(n=380)

自然環境・快適環境（野生動植物の保護・管理、緑化の推進

など）(n=374)

地球環境（地球温暖化対策の推進、省エネ・再エネの推進）

(n=374)

環境学習・市民活動（環境学習の充実、市民活動の支援な

ど）(n=373)
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●環境配慮行動について、「調理油や生ごみなどを排出口に流さないようにしている」など取り組み

が浸透しているものが多くありますが、時々行っているや、これから行いたいの割合が高い「休

日には自然とふれあうようにしている」、「地産地消や環境にやさしい商品を選んでいる」、

「使い捨て商品はなるべく買わないようにしている」、「環境問題などを話題にするようにして

いる」などでは、取り組みが定着するための対策が重要になります。 

 

 

 
図 3 環境配慮行動の実践状況  
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●北広島の環境に対する評価について、優先的に改善が求められる内容として、情報や学習に関する

もの、「地球温暖化やエネルギー」に関するもの、「自然環境や快適環境の保全」に関するもの、

となっていました。 

 

 
図 4 北広島市の環境に対する満足度・重要度の分布図（CS分析結果） 

 

 

 

※CS 分析とは、あることがらに対して、関連する項目ごとの満足度と総合的な満足度を答えてもらい、その相関性

から、改善すべき優先度が高い項目を分析する手法です。また、CS 分析は結果が見やすいように偏差値を利用し

ているため、50 を基準として，上回るほど満足度・重要度が高く，下回るほど満足度・重要度が低い結果となり

ます。 

※このグラフでは、項目が左上に位置するほど（満足度が低く重要度が高くなるほど）、改善度が高い結果となりま

す。 
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表 3 北広島市の環境に対する満足度・重要度及び改善度 

 

 

 

●なお、環境に対する満足度は、北広島団地地区では満足度が高い一方で、西部地区では不満度が高

い傾向にあるなど、地区別で違いが見られることから、地区の特性を考慮した対策も必要となりま

す。 

 

 
図 5 北広島市の環境に対する満足度のクロス集計【地区別クロス】 

満足度 重要度 改善度 改善度順位

25 環境に関する情報の内容と入手しやすさ 37.75 59.89 14.67 1

21 気候変動・異常気象への適応対策 36.64 52.46 8.37 2

22 省エネルギー対策 37.74 51.49 7.13 3

20 地球温暖化防止のための対策 37.10 51.01 7.11 4

17 森林の保全・再生 46.78 57.83 6.34 5

13 まちなみの美しさ（景観・歴史的環境の保全） 52.38 64.81 5.98 6

18 河川の保全・整備 47.33 57.74 5.83 7

24 環境に関する学習機会 37.99 46.51 4.00 8

19 農地の保全 43.93 51.07 3.77 9

23 再生可能エネルギーの活用 39.91 47.40 3.53 10

12 緑や水辺など自然とのふれあえる環境整備 57.45 62.62 2.35 11

11 公園や広場の確保と維持管理 65.28 67.96 1.21 12

7 ごみの減量化 56.44 55.95 -0.22 13

9 ごみの不法投棄の少なさ（不法投棄対策） 48.91 47.50 -0.65 14

15 野生動植物の保護、管理 44.72 41.19 -1.60 15

10 緑の豊かさ（緑化の推進） 69.72 64.30 -2.45 16

14 ごみのポイ捨ての少なさ（まちの美化） 52.06 47.57 -3.02 17

16 有害鳥獣等への対策 41.32 33.85 -3.41 18

6 有害物質対策の推進（ダイオキシンや農薬への対策） 47.64 36.48 -5.35 19

3 土壌・地盤の保全（土壌汚染・地盤沈下の防止） 47.95 35.70 -5.91 20

1 空気のきれいさ（大気汚染の防止） 67.70 54.87 -6.04 21

2 川のきれいさ（水質汚濁の防止） 59.44 46.13 -7.63 22

8 リユース・リサイクルなどの推進 55.26 43.11 -7.93 23

5 におい（悪臭の防止） 57.26 34.10 -13.51 24

4 静かさ（騒音・振動の防止） 61.34 38.46 -16.09 25
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●情報の収集源としては、「新聞」や「テレビ」などのマスメディアが多い状況ですが、「インター

ネット」や「自治体・環境保護団体・事業者等の広報誌、パンフレットなど」も多いことから、複

数の媒体を有効に活用することが重要と考えられます。 

 
図 6 環境に関する情報の収集源 

 

 

●なお、情報の収集源は年代によって異なる傾向が見られることから、情報発信する際は、ターゲッ

トとなる市民の年齢層を見極めて選択することが重要となります。 

 

 
図 7 環境に関する情報の収集源のクロス集計【年代別クロス】  
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●また、求められている環境の情報としては、「住んでいる地域の環境の情報（43.8％）」、「地

球温暖化に関する状況やその対策に関する情報（31.0％）」、「市民が取り組める環境に配慮し

た行動に関する情報（27.6％）」、「ごみの減量化やリサイクルなど循環型社会に関する情報

（26.3％）」が多い状況となっており、市民ニーズを踏まえた情報提供が重要になると考えられ

ます。 

 

 
図 8 環境問題に関する情報で足りないと思うもの 

  

43.8%

21.0%

21.5%

18.8%

26.3%

13.8%

8.2%

15.1%

31.0%

12.7%

27.6%

19.4%

10.3%

6.9%

0.8%

住んでいる地域の環境の情報

環境問題が生活に及ぼす影響

暮らしの中での環境保全のための工夫や行動

環境ホルモンやダイオキシンなど有害物質に関する情報

ごみの減量化やリサイクルなど循環型社会に関する情報

購入する製品・サービスの環境負荷に関する情報

自然とのふれあいに関する情報

野生動植物の保護・管理に関する情報

地球温暖化に関する状況やその対策に関する情報

事業者の環境保全の取り組みや環境負荷に関する情報

市民が取り組める環境に配慮した行動に関する情報

市の環境関連の調査結果や環境施策などの情報

世界や国・北海道などの環境保全の情報

環境保護団体の情報

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=377



 

 

●地球温暖化問題について、緩和するための市が取り組むべきこととしては、「公共交通機関の充

実・利便性を向上する（44.2％）」、「ごみの減量やリサイクルなど資源の有効利用を促進する

（34.2％）」、「省エネ設備や省エネ住宅等の普及にかかる補助金などの支援制度を充実する

（28.7％）」などが多い状況で、これらの市民ニーズを踏まえた対策が重要と考えられます。 

 

 
図 9 地球温暖化の影響を緩和するために市で取り組むべきこと 
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●地球温暖化への「適応」のために市で取り組むべきこととしては、「集中豪雨や大雨、土砂災害

などへの対策（87.5％）」が特に多く、その他では「熱中症や感染症などへの対策（49.7％）」

や「水不足などへの対策（44.3％）」が多い状況で、これらの市民ニーズを踏まえた対策が重要

と考えられます。 

 

 
図 10 地球温暖化への「適応」のために市で取り組むべきこと 
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●環境配慮の取り組みを進めるために行政に望む支援としては、「学校教育における環境教育

（49.1％）」をはじめ、教育や情報に関するものが多い傾向にありました。 

 

 
図 11 環境配慮の取り組みを進めるために行政に望む支援 
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（2）事業者意識調査結果 

●エネルギー使用状況について、「把握していない」事業者が 36.4％と一定程度いるため、今後

は、把握することによるメリットなどを分かりやすく伝えていくことが重要になると考えられま

す。 

 

 
図 12 事業活動に伴うエネルギー使用量の把握 
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●環境配慮の取り組みについて、「事業所内での廃棄物の減量化・リサイクル」、「冷房や照明等の

省エネ」、「クールビズ・ウォームビズ」、「節水」などで取り組みが定着していますが、「公共

交通機関の利用促進」や「環境配慮行動やガイドラインの策定」、「環境ボランティアや環境学習

の実施」、「事務所内での環境に関する学習」などは取り組みが進んでいない状況にあります。 

 

 
図 13 環境配慮の取り組みの実施状況  
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●環境への取り組みの位置づけについて「事業者の社会的責任の一つである」が 78.3％と高いもの

の、「経営方針に環境配慮に関する項目を定めている」事業者は 22.7％、環境問題への取組体制

として、「専任もしくは兼任の担当者を置いている」事業者は 26.1％、「環境マネジメントシス

テムを実施している」事業者は 18.1％に留まっています。 

 

 

 
図 14 環境への取り組みの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 15 経営方針に環境配慮に関する項目を定めているか 
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●しかし、「経営方針の中に環境配慮に関する項目を検討中」の事業者は 40.9％、「環境マネジメ

ントシステムを今後取り組む予定（取り組んでみたい）」は 31.8％と相当数みられることから、

適切な支援策を講じることが有効になると考えられます。 

 

 

 
図 16 環境問題への取り組み体制 

 

 

 

 

 
図 17 環境マネジメントシステムへの取り組み状況 
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●環境に配慮した取り組みを推進するために期待する行政支援としては、「ごみの減量化・リサイ

クルのための支援や補助（63.6％）」、「省エネ設備投資等の実施支援や補助（59.1％）」が多

い状況でした。 

 

 
図 18 環境配慮の取り組み推進のために行政に期待する支援 
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●地球温暖化による事業への影響は、既に何らかの影響をうけているが 26.0％、今後影響が出ると

思われるが 39.1％と、多くの事業に影響している、もしくはすることが懸念されます。 

●しかし、地球温暖化の影響を緩和するための事業者としての考え方としては、「事業者の社会的

責任として、経費がかかっても積極的に対策を実施すべき」は 31.6％にとどまり、「経費削減に

つながる省エネ等であれば実施できるが、そうでないものは実施できない」が 52.6％と半数以上

を占めています。 

●また、地球温暖化への「適応」のために市で取り組むべきこととしては、「集中豪雨や大雨、土

砂災害などへの対策（100％）」が「事業活動や環境産業に対する影響への対策（45.5％）」が

多く、これらを踏まえた対策の検討が重要になります。 

 

 
図 19 地球温暖化による事業への影響 

 

 

 
図 20  地球温暖化の影響を「緩和」するための考え方 

 

 

 

 
図 21  地球温暖化への「適応」のために市で取り組むべきこと  
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●再エネ・省エネ設備の導入状況については、「高効率照明（LED）」で導入が進んでいるもの

の、その他の省エネ設備や再エネ設備ではほとんど進んでいない状況となっています。 

 

 
図 22  再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用状況や今後の意向  
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●また、再エネ・省エネ設備の導入にあたっての課題としては、「省エネルギー化や再生可能エネル

ギー導入のコストが高い」が突出して多いことから、経済的な事情が大きな課題となっていると考

えられます。 

 

 

 
図 23  地球温暖化対策実施の課題 

 

  

81.8%

27.3%

27.3%

18.2%

22.7%

9.1%

4.5%

省エネルギー化や再生可能エネルギー導入のコストが高い

費用対効果の高い省エネルギー機器や手法が分からない

人員による問題でエネルギー管理に係る体制を整えられな

い

省エネルギー機器の導入に伴う工事等で、生産効率を下

げることはできない

コスト削減で手いっぱいであり、省エネルギーにまで手が回

らない

手を付けられる範囲のものは全て実施した

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 6．北広島市の動植物調査結果 

 

  



 

 

 
表 4  収集した文献・資料 

 

*動植物目録は「河川水辺の国勢調査ための生物リスト」に準拠した。 

 

表 5  北広島市の動植物種数 

  

 

  

http://edb.pref.hokkaido.lg.jp/hes_

6 10 24

19 49 222

2 4 6

2 3 5

7 12 33

13 198 2028

3 4 4

45 119 904



 

 

 
表 6  重要種・外来種指定根拠 

 

 
表 7  重要種指定カテゴリー区分 

 

 

  



 

 

 
表 8  外来種指定カテゴリー区分 
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表 9  哺乳類重要種 

№ 目名 科名 和名 学名 

重要種 文献 

環RL1） 道RL2） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 コウモリ ヒナコウモリ ヤマコウモリ ƯǚǄǕǂǍǖǔƁǂǗǊǂǕǐǓ VU Nt       ○ 

2 コウモリ ヒナコウモリ ヒナコウモリ ƷǆǔǑǆǓǕǊǍǊǐƁǔǊǏǆǏǔǊǔ  Nt   ○     

3 ネズミ リス エゾシマリス ƵǂǎǊǂǔƁǔǊǃǊǓǊǄǖǔƁǍǊǏǆǂǕǖǔ DD Dd   ○     

4 ネズミ ネズミ カラフトアカネズミ ƢǑǐǅǆǎǖǔƁǑǆǏǊǏǔǖǍǂǆƁǈǊǍǊǂǄǖǔ  N   ○     

5 ネコ クマ エゾヒグマ ƶǓǔǖǔƁǂǓǄǕǐǔƁǚǆǔǐǆǏǔǊǔ 
LP 

（石狩西部） 
Lp 

（石狩西部） 
  ○ ○    

6 ネコ イタチ エゾオコジョ ƮǖǔǕǆǍǂƁǆǓǎǊǏǆǂƁǐǓǊǆǏǕǂǍǊǔ NT Vu    ○    

 3目 5科 6種    - 0種 4種 2種 0種 0種 1種 

 

 

表 10  鳥類重要種 

№ 目名 科名 和名 学名 
重要種 文献 

環RL1） 道RL2） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 キジ キジ エゾライチョウ ƵǆǕǓǂǔǕǆǔƁǃǐǏǂǔǊǂ DD Nt  ○ ○    ○ 

2 キジ キジ ウズラ ƤǐǕǖǓǏǊǙƁǋǂǑǐǏǊǄǂ VU Nt   ○     

3 カモ カモ ヒシクイ ƢǏǔǆǓƁǇǂǃǂǍǊǔ VU N  ○ ○     

4 カモ カモ マガン ƢǏǔǆǓƁǂǍǃǊǇǓǐǏǔ NT N   ○     

5 カモ カモ シジュウカラガン ƣǓǂǏǕǂƁǉǖǕǄǉǊǏǔǊǊ CR Vu   ○     

6 カモ カモ オシドリ ƢǊǙƁǈǂǍǆǓǊǄǖǍǂǕǂ DD Nt ○  ○    ○ 

7 カモ カモ トモエガモ ƢǏǂǔƁǇǐǓǎǐǔǂ VU N   ○     

8 カツオドリ ウ ヒメウ ƱǉǂǍǂǄǓǐǄǐǓǂǙƁǑǆǍǂǈǊǄǖǔ EN En   ○     

9 ペリカン サギ チュウサギ ƦǈǓǆǕǕǂƁǊǏǕǆǓǎǆǅǊǂ NT    ○     

10 ツル ツル マナヅル ƨǓǖǔƁǗǊǑǊǐ VU Dd   ○     

11 ツル クイナ ヒクイナ ƱǐǓǛǂǏǂƁǇǖǔǄǂ NT Dd   ○     

12 ヨタカ ヨタカ ヨタカ ƤǂǑǓǊǎǖǍǈǖǔƁǊǏǅǊǄǖǔ NT Nt  ○ ○    ○ 

13 チドリ チドリ シロチドリ ƤǉǂǓǂǅǓǊǖǔƁǂǍǆǙǂǏǅǓǊǏǖǔ VU Nt   ○     

14 チドリ セイタカシギ セイタカシギ ƩǊǎǂǏǕǐǑǖǔƁǉǊǎǂǏǕǐǑǖǔ VU Nt   ○     

15 チドリ シギ ヤマシギ ƴǄǐǍǐǑǂǙƁǓǖǔǕǊǄǐǍǂ  N   ○  ○ ○ ○ 

16 チドリ シギ オオジシギ ƨǂǍǍǊǏǂǈǐƁǉǂǓǅǘǊǄǌǊǊ NT Nt ○ ○ ○   ○ ○ 

17 チドリ シギ ツルシギ ƵǓǊǏǈǂƁǆǓǚǕǉǓǐǑǖǔ VU Vu   ○     

18 チドリ シギ アカアシシギ ƵǓǊǏǈǂƁǕǐǕǂǏǖǔ VU Vu   ○     

19 チドリ シギ タカブシギ ƵǓǊǏǈǂƁǈǍǂǓǆǐǍǂ VU Vu   ○     

20 チドリ シギ ハマシギ ƤǂǍǊǅǓǊǔƁǂǍǑǊǏǂ NT Nt   ○     

21 チドリ カモメ ウミネコ ƭǂǓǖǔƁǄǓǂǔǔǊǓǐǔǕǓǊǔ  Nt   ○     

22 チドリ カモメ オオセグロカモメ ƭǂǓǖǔƁǔǄǉǊǔǕǊǔǂǈǖǔ NT Nt   ○     

23 タカ ミサゴ ミサゴ ƱǂǏǅǊǐǏƁǉǂǍǊǂǆǕǖǔ NT Nt   ○     

24 タカ タカ ハチクマ ƱǆǓǏǊǔƁǑǕǊǍǐǓǉǚǏǄǉǖǔ NT Nt   ○   ○  

25 タカ タカ オジロワシ ƩǂǍǊǂǆǆǕǖǔƁǂǍǃǊǄǊǍǍǂ VU Vu ○ ○ ○  ○ ○  

26 タカ タカ オオワシ ƩǂǍǊǂǆǆǕǖǔƁǑǆǍǂǈǊǄǖǔ VU Vu ○  ○     

27 タカ タカ チュウヒ ƤǊǓǄǖǔƁǔǑǊǍǐǏǐǕǖǔ EN En   ○     

28 タカ タカ ツミ ƢǄǄǊǑǊǕǆǓƁǈǖǍǂǓǊǔ  Dd ○ ○ ○     

29 タカ タカ ハイタカ ƢǄǄǊǑǊǕǆǓƁǏǊǔǖǔ NT Nt ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

30 タカ タカ オオタカ ƢǄǄǊǑǊǕǆǓƁǈǆǏǕǊǍǊǔ NT Nt ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

31 タカ タカ クマタカ ƯǊǔǂǆǕǖǔƁǏǊǑǂǍǆǏǔǊǔ EN En      ○  

32 フクロウ フクロウ オオコノハズク ưǕǖǔƁǍǆǎǑǊǋǊ  Nt   ○     

33 フクロウ フクロウ アオバズク ƯǊǏǐǙƁǔǄǖǕǖǍǂǕǂ  Dd   ○     

34 フクロウ フクロウ トラフズク ƢǔǊǐƁǐǕǖǔ  Nt   ○     

35 ブッポウソウ カワセミ アカショウビン ƩǂǍǄǚǐǏƁǄǐǓǐǎǂǏǅǂ  Vu   ○     



 

 

№ 目名 科名 和名 学名 
重要種 文献 

環RL1） 道RL2） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

36 ブッポウソウ カワセミ ヤマセミ ƮǆǈǂǄǆǓǚǍǆƁǍǖǈǖǃǓǊǔ  N   ○    ○ 

37 キツツキ キツツキ オオアカゲラ ƥǆǏǅǓǐǄǐǑǐǔƁǍǆǖǄǐǕǐǔ  Dd ○  ○  ○ ○ ○ 

38 キツツキ キツツキ クマゲラ ƥǓǚǐǄǐǑǖǔƁǎǂǓǕǊǖǔ VU Vu ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

39 ハヤブサ ハヤブサ シロハヤブサ ƧǂǍǄǐƁǓǖǔǕǊǄǐǍǖǔ  Dd   ○     

40 ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ ƧǂǍǄǐƁǑǆǓǆǈǓǊǏǖǔ VU Vu   ○    ○ 

41 スズメ モズ アカモズ ƭǂǏǊǖǔƁǄǓǊǔǕǂǕǖǔ EN En   ○     

42 スズメ ムシクイ オオムシクイ 
ƱǉǚǍǍǐǔǄǐǑǖǔƁ

ǆǙǂǎǊǏǂǏǅǖǔ 
DD Lp     ○ ○  

43 スズメ センニュウ マキノセンニュウ ƭǐǄǖǔǕǆǍǍǂƁǍǂǏǄǆǐǍǂǕǂ NT Nt   ○     

44 スズメ セキレイ ツメナガセキレイ ƮǐǕǂǄǊǍǍǂƁǇǍǂǗǂ  Nt   ○     

45 スズメ アトリ ギンザンマシコ ƱǊǏǊǄǐǍǂƁǆǏǖǄǍǆǂǕǐǓ  Nt   ○     

46 スズメ ホオジロ ホオアカ ƦǎǃǆǓǊǛǂƁǇǖǄǂǕǂ  Nt  ○ ○   ○ ○ 

 13目 23科 46種    9種 10種 44種 1種 6種 11種 1種 

 

 

表 11  爬虫類重要種 

（該当なし） 

 

表 12  両生類重要種 

№ 目名 科名 和名 学名 
重要種 文献 

環RL1） 道RL2） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 サンショウウオ サンショウウオ エゾサンショウウオ ƩǚǏǐǃǊǖǔƁǓǆǕǂǓǅǂǕǖǔ DD 
Lp 

（石狩平野） 
○  ○ ○ ○ ○ ○ 

 1目 1科 1種    1種 0種 1種 1種 1種 1種 1種 

 

 

表 13  魚類重要種 

№ 目名 科名 和名 学名 
重要種 文献 

環RL1） 道RL2） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ北方種 ƭǆǕǉǆǏǕǆǓǐǏƁǔǑƏƯƏ VU   ○ ○     

2 ヤツメウナギ ヤツメウナギ シベリアヤツメ ƭǆǕǉǆǏǕǆǓǐǏƁǓǆǊǔǔǏǆǓǊ NT Nt   ○     

3 ヤツメウナギ ヤツメウナギ カワヤツメ ƭǆǕǉǆǏǕǆǓǐǏƁǄǂǎǕǔǄǉǂǕǊǄǖǎ VU Nt   ○     

4 コイ コイ ヤチウグイ 
ƱǉǐǙǊǏǖǔƁǑǆǓǆǏǖǓǖǔƁ

ǔǂǄǉǂǍǊǏǆǏǔǊǔ 
NT Nt   ○    ○ 

5 コイ コイ エゾウグイ ƵǓǊǃǐǍǐǅǐǏƁǔǂǄǉǂǍǊǏǆǏǔǊǔ  N   ○   ○ ○ 

6 コイ フクドジョウ エゾホトケドジョウ ƭǆǇǖǂƁǏǊǌǌǐǏǊǔ EN En  ○ ○   ○ ○ 

7 サケ キュウリウオ イシカリワカサギ ƩǚǑǐǎǆǔǖǔƁǐǍǊǅǖǔ NT Dd       ○ 

8 サケ サケ オショロコマ 
ƴǂǍǗǆǍǊǏǖǔƁǎǂǍǎǂƁ

ǌǓǂǔǄǉǆǏǊǏǏǊǌǐǗǊ 
VU Nt   ○     

9 サケ サケ サクラマス（ヤマメ） 
ưǏǄǐǓǉǚǏǄǉǖǔƁǎǂǔǐǖƁ

ǎǂǔǐǖ 
NT N  ○ ○    ○ 

10 トゲウオ トゲウオ エゾトミヨ ƱǖǏǈǊǕǊǖǔƁǕǚǎǆǏǔǊǔ VU Nt   ○    ○ 

11 スズキ カジカ ハナカジカ ƤǐǕǕǖǔƁǏǐǛǂǘǂǆ  N  ○ ○     

12 スズキ ハゼ ジュズカケハゼ ƨǚǎǏǐǈǐǃǊǖǔƁǄǂǔǕǂǏǆǖǔ NT   ○ ○    ○ 

 5目 8科 12種    - 5種 11種 - - 2種 7種 

 

  



 

 

表 14  昆虫類重要種 

№ 目名 科名 種名 学名 
重要種 文献 

環RL1） 道RL2） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 トンボ（蜻蛉） イトトンボ カラカネイトトンボ ƯǆǉǂǍǆǏǏǊǂƁǔǑǆǄǊǐǔǂ  R   ○    ○ 

2 トンボ（蜻蛉） ヤンマ コシボソヤンマ ƣǐǚǆǓǊǂƁǎǂǄǍǂǄǉǍǂǏǊ  R       ○ 

3 トンボ（蜻蛉） エゾトンボ ハネビロエゾトンボ ƴǐǎǂǕǐǄǉǍǐǓǂƁǄǍǂǗǂǕǂ VU R ○     ○  

4 トンボ（蜻蛉） トンボ ナツアカネ ƴǚǎǑǆǕǓǖǎƁǅǂǓǘǊǏǊǂǏǖǎ  R     ○ ○  

5 カメムシ（半翅） ウンカ フタスジオオウンカ ƦǑǖǏǌǂƁǃǊǍǊǏǆǂǕǂ  R      ○  

6 カメムシ（半翅） セミ ヒグラシ ƵǂǏǏǂƁǋǂǑǐǏǆǏǔǊǔ  R ○       

7 カメムシ（半翅） ヨコバイ オオイナズマヨコバイ ƮǆǕǂǍǊǎǏǖǔƁǔǕǆǊǏǊ  R      ○  

8 カメムシ（半翅） ミズギワカメムシ オオミズギワカメムシ ƴǂǍǅǂƁǌǊǓǊǕǔǉǆǏǌǐǊ  R   ○     

9 カメムシ（半翅） コオイムシ オオコオイムシ ƢǑǑǂǔǖǔƁǎǂǋǐǓ  R   ○    ○ 

10 チョウ（鱗翅） ボクトウガ ハイイロボクトウ ƱǉǓǂǈǎǂǕǂǆǄǊǂƁǄǂǔǕǂǏǆǂǆ NT    ○    ○ 

11 チョウ（鱗翅） セセリチョウ ギンイチモンジセセリ ƭǆǑǕǂǍǊǏǂƁǖǏǊǄǐǍǐǓ NT Dd   ○    ○ 

12 チョウ（鱗翅） シジミチョウ カバイロシジミ 
ƨǍǂǖǄǐǑǔǚǄǉǆƁǍǚǄǐǓǎǂǔƁ

ǍǚǄǐǓǎǂǔ 
NT    ○  ○  ○ 

13 チョウ（鱗翅） シジミチョウ ゴマシジミ北海道・東北亜種 ƱǉǆǏǈǂǓǊǔƁǕǆǍǆǊǖǔƁǐǈǖǎǂǆ NT  ○  ○   ○  

14 チョウ（鱗翅） タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン 
ƢǓǈǚǓǐǏǐǎǆƁǍǂǐǅǊǄǆƁ

ǋǂǑǐǏǊǄǂ 
VU    ○   ○ ○ 

15 チョウ（鱗翅） ドクガ スゲドクガ ƭǂǆǍǊǂƁǄǐǆǏǐǔǂƁǔǂǏǈǂǊǄǂ NT   ○ ○    ○ 

16 チョウ（鱗翅） ヤガ キスジウスキヨトウ ƤǂǑǔǖǍǂƁǔǑǂǓǈǂǏǊǊ VU   ○ ○     

17 チョウ（鱗翅） ヤガ ミヤマキシタバ ƤǂǕǐǄǂǍǂƁǆǍǍǂƁǆǍǍǂ NT   ○ ○    ○ 

18 チョウ（鱗翅） ヤガ ヒメシロシタバ ƤǂǕǐǄǂǍǂƁǏǂǈǊǐǊǅǆǔ NT   ○ ○     

19 チョウ（鱗翅） ヤガ ホシヒメセダカモクメ ƤǖǄǖǍǍǊǂƁǇǓǂǖǅǂǕǓǊǙ NT   ○ ○     

20 チョウ（鱗翅） ヤガ ウスアオヨトウ ƱǐǍǚǑǉǂǆǏǊǔƁǔǖǃǗǊǓǊǅǊǔ  Vu   ○    ○ 

21 チョウ（鱗翅） ヤガ エゾクシヒゲモンヤガ ƱǔǆǖǅǐǉǆǓǎǐǏǂǔǔǂƁǗǆǍǂǕǂ VU Nt   ○    ○ 

22 チョウ（鱗翅） ヤガ ニセトガリヨトウ ƷǊǓǈǐƁǄǐǏǇǖǔǂ NT    ○     

23 チョウ（鱗翅） ヤガ クシロモクメヨトウ ƹǚǍǐǎǐǊǂƁǈǓǂǎǊǏǆǂ VU    ○    ○ 

24 ハエ（双翅） クサアブ ネグロクサアブ ƤǐǆǏǐǎǚǊǂƁǃǂǔǂǍǊǔ DD   ○ ○  ○  ○ 

25 コウチュウ（鞘翅） オサムシ セアカオサムシ ƤǂǓǂǃǖǔƁǕǖǃǆǓǄǖǍǐǔǖǔ NT   ○ ○     

26 コウチュウ（鞘翅） オサムシ エゾアオゴミムシ ƤǉǍǂǆǏǊǖǔƁǔǕǔǄǉǖǌǊǏǊ  Nt  ○      

27 コウチュウ（鞘翅） オサムシ キタマルクビゴミムシ ƯǆǃǓǊǂƁǈǚǍǍǆǏǉǂǍǊ  Nt  ○      

28 コウチュウ（鞘翅） オサムシ イグチケブカゴミムシ ƱǆǓǐǏǐǎǆǓǖǔƁǂǖǓǊǑǊǍǊǔ NT Nt   ○     

29 コウチュウ（鞘翅） ハンミョウ アイヌハンミョウ ƤǊǄǊǏǅǆǍǂƁǈǆǎǎǂǕǂƁǂǊǏǐ NT Vu       ○ 

30 コウチュウ（鞘翅） ゲンゴロウ ゲンゴロウ ƤǚǃǊǔǕǆǓƁǄǉǊǏǆǏǔǊǔ VU Nt   ○     

31 コウチュウ（鞘翅） ゲンゴロウ マルガタゲンゴロウ ƨǓǂǑǉǐǅǆǓǖǔƁǂǅǂǎǔǊǊ VU    ○    ○ 

32 コウチュウ（鞘翅） ゲンゴロウ ケシゲンゴロウ ƩǚǑǉǚǅǓǖǔƁǋǂǑǐǏǊǄǖǔ NT    ○    ○ 

33 コウチュウ（鞘翅） ゲンゴロウ キベリクロヒメゲンゴロウ ƪǍǚǃǊǖǔƁǂǑǊǄǂǍǊǔ NT    ○    ○ 

34 コウチュウ（鞘翅） ミズスマシ ミズスマシ ƨǚǓǊǏǖǔƁǋǂǑǐǏǊǄǖǔ VU Nt       ○ 

35 コウチュウ（鞘翅） ガムシ ガムシ ƩǚǅǓǐǑǉǊǍǖǔƁǂǄǖǎǊǏǂǕǖǔ NT   ○ ○    ○ 

36 コウチュウ（鞘翅） ガムシ シジミガムシ ƭǂǄǄǐǃǊǖǔƁǃǆǅǆǍǊ EN Dd ○       

37 コウチュウ（鞘翅） カミキリムシ クロルリハナカミキリ ƢǏǐǑǍǐǅǆǓǂƁǎǐǏǕǊǄǐǍǂ  Nt ○       

38 コウチュウ（鞘翅） カミキリムシ エゾカミキリ ƭǂǎǊǂƁǕǆǙǕǐǓ  Nt   ○    ○ 

39 コウチュウ（鞘翅） ハムシ クロルリハムシ ƤǉǓǚǔǐǍǊǏǂƁǚǆǛǐǆǏǔǊǔ  Nt   ○    ○ 

40 コウチュウ（鞘翅） ヒゲナガゾウムシ チャマダラヒゲナガゾウムシ ƢǄǐǓǚǏǖǔƁǍǂǕǊǓǐǔǕǓǊǔ  Nt   ○     

41 コウチュウ（鞘翅） ヒゲナガゾウムシ エグリバネヒゲナガゾウムシ ƢǖǕǐǕǓǐǑǊǔƁǃǂǔǊǑǆǏǏǊǔ  Nt   ○    ○ 

42 ハチ（膜翅） コンボウハバチ ウスキモモブトハバチ ƤǊǎǃǆǙƁǍǖǕǆǖǔ  R ○       

43 ハチ（膜翅） アリ ツノアカヤマアリ ƧǐǓǎǊǄǂƁǇǖǌǂǊǊ DD   ○ ○     

44 ハチ（膜翅） アリ エゾアカヤマアリ ƧǐǓǎǊǄǂƁǚǆǔǔǆǏǔǊǔ VU  ○ ○ ○   ○ ○ 

45 ハチ（膜翅） アリ テラニシクサアリ ƭǂǔǊǖǔƁǐǓǊǆǏǕǂǍǊǔ NT       ○  

46 ハチ（膜翅） スズメバチ モンスズメバチ ƷǆǔǑǂƁǄǓǂǃǓǐ DD   ○ ○  ○   

47 ハチ（膜翅） スズメバチ チャイロスズメバチ ƷǆǔǑǂƁǅǚǃǐǘǔǌǊǊ  R ○       

 6目 27科 47種    8種 13種 32種 - 4種 8種 23種 

  



 

 

表 15  その他の動物重要種 

№ 目名 科名 和名 学名 
重要種 文献 

環RL1） 道RL2） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 マイマイ オマジマイマイ サッポロマイマイ ƦǖǉǂǅǓǂƁǃǓǂǏǅǕǊǊƁǔǂǑǑǐǓǐ NT  ○       

2 エビ アメリカザリガニ ニホンザリガニ ƤǂǎǃǂǓǐǊǅǆǔƁǋǂǑǐǏǊǄǖǔ VU  ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

 2目 2科 2種    2種 1種 - 1種 1種 1種 1種 

 

 

 

  



 

 

表 16  植物重要種 

№ 目名 科名 和名 学名 
重要種 文献 

環RL1） 道RDB2） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 オモダカ オモダカ アギナシ ƴǂǈǊǕǕǂǓǊǂƁǂǈǊǏǂǔǉǊ NT     ○    

2 オモダカ ヒルムシロ イトモ ƱǐǕǂǎǐǈǆǕǐǏƁǃǆǓǄǉǕǐǍǅǊǊ NT     ○    

3 ユリ シュロソウ シラオイエンレイソウ ƵǓǊǍǍǊǖǎƁǙƁǉǂǈǂǆ VU    ○     

4 ユリ シュロソウ コジマエンレイソウ ƵǓǊǍǍǊǖǎƁǔǎǂǍǍǊǊ VU R   ○     

5 クサスギカズラ ラン キンセイラン ƤǂǍǂǏǕǉǆƁǏǊǑǑǐǏǊǄǂ VU En  ○ ○ ○    

6 クサスギカズラ ラン サルメンエビネ ƤǂǍǂǏǕǉǆƁǕǓǊǄǂǓǊǏǂǕǂ VU En ○ ○ ○ ○  ○  

7 クサスギカズラ ラン クゲヌマラン ƤǆǑǉǂǍǂǏǕǉǆǓǂƁǍǐǏǈǊǇǐǍǊǂ VU  ○  ○     

8 クサスギカズラ ラン ユウシュンラン 
ƤǆǑǉǂǍǂǏǕǉǆǓǂƁǆǓǆǄǕǂƁǗǂǓƏƁ

ǔǖǃǂǑǉǚǍǍǂ 
VU En   ○     

9 クサスギカズラ ラン トケンラン ƤǓǆǎǂǔǕǓǂƁǖǏǈǖǊǄǖǍǂǕǂ VU  ○  ○  ○ ○  

10 クサスギカズラ ラン クマガイソウ ƤǚǑǓǊǑǆǅǊǖǎƁǋǂǑǐǏǊǄǖǎ VU En   ○     

11 クサスギカズラ ラン エゾサカネラン ƯǆǐǕǕǊǂƁǏǊǅǖǔƎǂǗǊǔ  Cr   ○     

12 クサスギカズラ ラン サカネラン ƯǆǐǕǕǊǂƁǑǂǑǊǍǍǊǈǆǓǂ VU Cr   ○     

13 クサスギカズラ ラン ヒロハトンボソウ ƱǍǂǕǂǏǕǉǆǓǂƁǇǖǔǄǆǔǄǆǏǔ VU    ○     

14 クサスギカズラ ラン ツレサギソウ ƱǍǂǕǂǏǕǉǆǓǂƁǋǂǑǐǏǊǄǂ  R   ○     

15 クサスギカズラ ラン ヤマトキソウ ƱǐǈǐǏǊǂƁǎǊǏǐǓ  En   ○     

16 クサスギカズラ クサスギカズラ コウライワニグチソウ ƱǐǍǚǈǐǏǂǕǖǎƁǇǂǍǄǂǕǖǎ EN R   ○     

17 ツユクサ ミズアオイ ミズアオイ ƮǐǏǐǄǉǐǓǊǂƁǌǐǓǔǂǌǐǘǊǊ NT Vu  ○ ○     

18 イネ ガマ ミクリ ƴǑǂǓǈǂǏǊǖǎƁǆǓǆǄǕǖǎ NT R   ○ ○    

19 イネ ガマ タマミクリ ƴǑǂǓǈǂǏǊǖǎƁǈǍǐǎǆǓǂǕǖǎ NT   ○ ○ ○  ○  

20 イネ カヤツリグサ ホソスゲ ƤǂǓǆǙƁǅǊǔǑǆǓǎǂ CR Vu   ○     

21 イネ カヤツリグサ イトスゲ ƤǂǓǆǙƁǇǆǓǏǂǍǅǊǂǏǂ  R   ○     

22 イネ カヤツリグサ アカスゲ ƤǂǓǆǙƁǒǖǂǅǓǊǇǍǐǓǂ VU Vu   ○     

23 イネ イネ ヒメウキガヤ ƨǍǚǄǆǓǊǂƁǅǆǑǂǖǑǆǓǂǕǂ  R  ○ ○     

24 キンポウゲ キンポウゲ フクジュソウ ƢǅǐǏǊǔƁǓǂǎǐǔǂ  Vu ○  ○  ○ ○  

25 キンポウゲ キンポウゲ シラネアオイ ƨǍǂǖǄǊǅǊǖǎƁǑǂǍǎǂǕǖǎ  Vu   ○     

26 ユキノシタ ボタン ヤマシャクヤク ƱǂǆǐǏǊǂƁǋǂǑǐǏǊǄǂ NT R ○  ○  ○ ○  

27 ユキノシタ ボタン ベニバナヤマシャクヤク ƱǂǆǐǏǊǂƁǐǃǐǗǂǕǂ VU En   ○     

28 キントラノオ スミレ ナガハシスミレ ƷǊǐǍǂƁǓǐǔǕǓǂǕǂƁǗǂǓƏǋǂǑǐǏǊǄǂ  R ○  ○   ○  

29 キントラノオ オトギリソウ エゾオトギリ ƩǚǑǆǓǊǄǖǎƁǚǆǛǐǆǏǔǆ VU    ○     

30 ナデシコ タデ エゾノミズタデ ƱǆǓǔǊǄǂǓǊǂƁǂǎǑǉǊǃǊǂ  Vu  ○ ○     

31 ナデシコ タデ ノダイオウ ƳǖǎǆǙƁǍǐǏǈǊǇǐǍǊǖǔ VU  ○  ○     

32 ナデシコ ナデシコ エゾマンテマ ƴǊǍǆǏǆƁǇǐǍǊǐǔǂ VU Vu   ○     

33 ツツジ サクラソウ クリンソウ ƱǓǊǎǖǍǂƁǋǂǑǐǏǊǄǂ  Vu    ○    

34 ツツジ ツツジ オオウメガサソウ ƤǉǊǎǂǑǉǊǍǂƁǖǎǃǆǍǍǂǕǂ NT   ○ ○ ○    

35 リンドウ リンドウ ホソバノツルリンドウ ƱǕǆǓǚǈǐǄǂǍǚǙƁǗǐǍǖǃǊǍǊǔ VU    ○ ○    

36 シソ シソ エゾナミキ ƴǄǖǕǆǍǍǂǓǊǂƁǚǆǛǐǆǏǔǊǔ VU   ○ ○     

37 シソ シソ テイネニガクサ ƵǆǖǄǓǊǖǎƁǕǆǊǏǆǏǔǆ NT R   ○     

38 シソ ハマウツボ ミヤマママコナ 
ƮǆǍǂǎǑǚǓǖǎƁǍǂǙǖǎƁ

ǗǂǓƏǏǊǌǌǐǆǏǔǆ 
 R   ○     

39 シソ ハマウツボ キヨスミウツボ ƱǉǂǄǆǍǍǂǏǕǉǖǔƁǕǖǃǊǇǍǐǓǖǔ  R   ○     

40 シソ タヌキモ タヌキモ ƶǕǓǊǄǖǍǂǓǊǂƁǙƁǋǂǑǐǏǊǄǂ NT R  ○ ○ ○    

 12目 21科 40種    7種 9種 37種 10種 3種 6種 - 

 

  



 

 

表 17  哺乳類外来種 

№ 目名 科名 和名 学名 
外来種 文献 

外来法 3） 道条例 4） 生態系 5） 道BL6） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 ネズミ ネズミ クマネズミ ƳǂǕǕǖǔƁǓǂǕǕǖǔ   ③ A3   ○     

2 ネズミ ネズミ ドブネズミ ƳǂǕǕǖǔƁǏǐǓǗǆǈǊǄǖǔ   ④ A3   ○    ○ 

3 ネコ アライグマ アライグマ ƱǓǐǄǚǐǏƁǍǐǕǐǓ 特定  ③ A1  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 ネコ イタチ イタチ ƮǖǔǕǆǍǂƁǊǕǂǕǔǊ    A2   ○     

5 ネコ イタチ ミンク ƮǖǔǕǆǍǂƁǗǊǔǐǏ 特定  ④ A1   ○     

 2目 3科 5種      - 1種 5種 1種 1種 1種 2種 

 

 

表 18  鳥類外来種 

№ 目名 科名 和名 学名 
外来種 文献 

外来法 3） 道条例 4） 生態系 5） 道BL6） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 キジ キジ コウライキジ 
ƱǉǂǔǊǂǏǖǔƁǄǐǍǄǉǊǄǖǔƁ

ǌǂǓǑǐǘǊ 
   A3   ○  ○  ○ 

2 スズメ カラス カササギ ƱǊǄǂƁǑǊǄǂ    B   ○     

3 ハト ハト カワラバト ƤǐǍǖǎǃǂƁǍǊǗǊǂ    A3   ○   ○ ○ 

 3目 3科 3種      0種 0種 3種 0種 1種 1種 2種 

 

 

表 19  爬虫類外来種 

№ 目名 科名 和名 学名 
外来種 文献 

外来法 3） 道条例 4） 生態系 5） 道BL6） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 カメ ヌマガメ ミシシッピアカミミガメ 
ƵǓǂǄǉǆǎǚǔƁǔǄǓǊǑǕǂƁ

ǆǍǆǈǂǏǔ 
   A2       ○ 

 1目 1科 1種      0種 0種 0種 0種 0種 0種 1種 

 

 

表 20  両生類外来種 

№ 目名 科名 和名 学名 
外来種 文献 

外来法 3） 道条例 4） 生態系 5） 道BL6） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 カエル アカガエル トノサマガエル 
ƱǆǍǐǑǉǚǍǂǙƁ

ǏǊǈǓǐǎǂǄǖǍǂǕǖǔ 
 ○  A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 カエル アカガエル ツチガエル 
ƨǍǂǏǅǊǓǂǏǂƁ

Ǔǖǈǐǔǂ 
   A3   ○     

 1目 1科 2種      1種 1種 2種 1種 1種 1種 1種 

 

  



 

 

表 21  魚類外来種 

№ 目名 科名 和名 学名 
外来種 文献 

外来法 3） 道条例 4） 生態系 5） 道BL6） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 コイ コイ ゲンゴロウブナ ƤǂǓǂǔǔǊǖǔƁǄǖǗǊǆǓǊ    A3   ○    ○ 

2 コイ コイ キンブナ 
ƤǂǓǂǔǔǊǖǔƁǃǖǆǓǈǆǓǊƁ

ǔǖǃǔǑƏƓ 
   A3  ○      

3 コイ コイ タイリクバラタナゴ 
ƳǉǐǅǆǖǔƁǐǄǆǍǍǂǕǖǔƁ

ǐǄǆǍǍǂǕǖǔ 
  ④ A3   ○    ○ 

4 コイ コイ モツゴ ƱǔǆǖǅǐǓǂǔǃǐǓǂƁǑǂǓǗǂ   ⑤ A3  ○ ○    ○ 

5 コイ ドジョウ ドジョウ 
ƮǊǔǈǖǓǏǖǔƁ

ǂǏǈǖǊǍǍǊǄǂǖǅǂǕǖǔ 
   B  ○ ○    ○ 

6 ナマズ ナマズ ナマズ ƴǊǍǖǓǖǔƁǂǔǐǕǖǔ    A3   ○     

7 サケ サケ ニジマス ưǏǄǐǓǉǚǏǄǉǖǔƁǎǚǌǊǔǔ   ⑥ A2   ○    ○ 

8 スズキ タイワンドジョウ カムルチー ƤǉǂǏǏǂƁǂǓǈǖǔ    A3   ○     

 4目 5科 8種      - 3種 7種 - - 0種 5種 

 

 

表 22  昆虫類外来種 

№ 目名 科名 種名 学名 外来法 3） 道条例 4） 生態系 5） 道BL6） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 
チョウ 

（鱗翅） 
シロチョウ オオモンシロチョウ 

ƱǊǆǓǊǔƁǃǓǂǔǔǊǄǂǆƁ

ǃǓǂǔǔǊǄǂǆ 
 A3   ○ ○ ○    ○ 

2 
チョウ 

（鱗翅） 
ツトガ ニカメイガ ƤǉǊǍǐƁǔǖǑǑǓǆǔǔǂǍǊǔ  A3    ○ ○     

3 
ハエ 

（双翅） 
ハナアブ スイセンハナアブ ƮǆǓǐǅǐǏƁǆǒǖǆǔǕǓǊǔ  A3   ○       

4 
コウチュウ 

（鞘翅） 
コガネムシ カブトムシ 

ƵǓǚǑǐǙǚǍǖǔƁ

ǅǊǄǉǐǕǐǎǖǔƁ

ǔǆǑǕǆǏǕǓǊǐǏǂǍǊǔ 

 A2 ⑤      ○   

5 
コウチュウ 

（鞘翅） 
ホタル ヘイケボタル ƭǖǄǊǐǍǂƁǍǂǕǆǓǂǍǊǔ  C     ○    ○ 

6 
コウチュウ 

（鞘翅） 
ゾウムシ キンケクチブトゾウムシ 

ưǕǊǐǓǉǚǏǄǉǖǔƁ

ǔǖǍǄǂǕǖǔ 
 A3        ○  

7 
コウチュウ 

（鞘翅） 
ゾウムシ ケチビコフキゾウムシ ƴǊǕǐǏǂƁǉǊǔǑǊǅǖǍǖǔ  A3     ○     

8 
コウチュウ 

（鞘翅） 
イネゾウムシ イネミズゾウムシ 

ƭǊǔǔǐǓǉǐǑǕǓǖǔƁ

ǐǓǚǛǐǑǉǊǍǖǔ 
 A3     ○    ○ 

9 
ハチ 

（膜翅） 
ミツバチ セイヨウオオマルハナバチ ƣǐǎǃǖǔƁǕǆǓǓǆǔǕǓǊǔ 特定 A1 ⑥    ○   ○  

 4目 8科 9種      2種 2種 6種 - 1種 2種 3種 

 

 

 

表 23  その他の動物外来種 

（該当なし） 

  



 

 

表 24  植物外来種 

№ 目名 科名 和名 学名 
外来種 文献 

外来法3） 道条例4) 生態系5） 道BL6) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

1 マツ マツ カラマツ ƭǂǓǊǙƁǌǂǆǎǑǇǆǓǊ    B ○ ○ ○ ○ ○ ○  

2 マツ マツ ドイツトウヒ ƱǊǄǆǂƁǂǃǊǆǔ    B ○ ○ ○   ○  

3 マツ マツ ストローブマツ ƱǊǏǖǔƁǔǕǓǐǃǖǔ    B ○ ○ ○ ○ ○ ○  

4 マツ マツ ヨーロッパアカマツ ƱǊǏǖǔƁǔǚǍǗǆǔǕǓǊǔ    B    ○    

5 コショウ ドクダミ ドクダミ ƩǐǖǕǕǖǚǏǊǂƁǄǐǓǅǂǕǂ    A3      ○  

6 ユリ ユリ オニユリ ƭǊǍǊǖǎƁǍǂǏǄǊǇǐǍǊǖǎ    B  ○ ○     

7 クサスギカズラ アヤメ ハナサフラン ƤǓǐǄǖǔƁǗǆǓǏǖǔ    B ○       

8 クサスギカズラ アヤメ キショウブ ƪǓǊǔƁǑǔǆǖǅǂǄǐǓǖǔ   ④ A2  ○ ○   ○  

9 クサスギカズラ アヤメ ヒトフサニワゼキショウ 
ƴǊǔǚǓǊǏǄǉǊǖǎƁ

ǎǖǄǓǐǏǂǕǖǎ 
   B      ○  

10 クサスギカズラ ススキノキ ヤブカンゾウ 
ƩǆǎǆǓǐǄǂǍǍǊǔƁǇǖǍǗǂƁ

ǗǂǓƏǌǘǂǏǔǐ 
   B  ○ ○   ○  

11 クサスギカズラ ヒガンバナ スイセン 
ƯǂǓǄǊǔǔǖǔƁǕǂǛǆǕǕǂƁ

ǗǂǓƏǄǉǊǏǆǏǔǊǔ 
   B ○     ○  

12 クサスギカズラ クサスギカズラ オランダキジカクシ ƢǔǑǂǓǂǈǖǔƁǐǇǇǊǄǊǏǂǍǊǔ    B  ○      

13 ツユクサ ツユクサ ムラサキツユクサ ƵǓǂǅǆǔǄǂǏǕǊǂƁǐǉǊǆǏǔǊǔ    B   ○     

14 イネ カヤツリグサ クシロヤガミスゲ ƤǂǓǆǙƁǄǓǂǘǇǐǓǅǊǊ    B ○     ○  

15 イネ イネ コヌカグサ ƢǈǓǐǔǕǊǔƁǈǊǈǂǏǕǆǂ   ⑥ A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

16 イネ イネ ハイコヌカグサ ƢǈǓǐǔǕǊǔƁǔǕǐǍǐǏǊǇǆǓǂ    B ○  ○     

17 イネ イネ オオスズメノテッポウ ƢǍǐǑǆǄǖǓǖǔƁǑǓǂǕǆǏǔǊǔ    B   ○     

18 イネ イネ ハルガヤ 
ƢǏǕǉǐǙǂǏǕǉǖǎƁ

ǐǅǐǓǂǕǖǎ 
  ⑤ A3 ○ ○ ○  ○ ○  

19 イネ イネ カラスムギ ƢǗǆǏǂƁǇǂǕǖǂ    B   ○     

20 イネ イネ イヌムギ ƣǓǐǎǖǔƁǄǂǕǉǂǓǕǊǄǖǔ    B   ○     

21 イネ イネ コスズメノチャヒキ ƣǓǐǎǖǔƁǊǏǆǓǎǊǔ    A3   ○     

22 イネ イネ カモガヤ ƥǂǄǕǚǍǊǔƁǈǍǐǎǆǓǂǕǂ   ⑥ A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

23 イネ イネ シバムギ ƦǍǚǕǓǊǈǊǂƁǓǆǑǆǏǔ    A3  ○ ○   ○  

24 イネ イネ シナダレスズメガヤ ƦǓǂǈǓǐǔǕǊǔƁǄǖǓǗǖǍǂ   ④ A3   ○     

25 イネ イネ オオウシノケグサ ƧǆǔǕǖǄǂƁǓǖǃǓǂ    B   ○ ○  ○  

26 イネ イネ ネズミムギ ƭǐǍǊǖǎƁǎǖǍǕǊǇǍǐǓǖǎ    A3  ○ ○     

27 イネ イネ ホソムギ ƭǐǍǊǖǎƁǑǆǓǆǏǏǆ    A3 ○ ○ ○     

28 イネ イネ ハナクサキビ ƱǂǏǊǄǖǎƁǄǂǑǊǍǍǂǓǆ    B   ○     

29 イネ イネ クサヨシ ƱǉǂǍǂǓǊǔƁǂǓǖǏǅǊǏǂǄǆǂ    A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

30 イネ イネ オオアワガエリ ƱǉǍǆǖǎƁǑǓǂǕǆǏǔǆ   ⑥ A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

31 イネ イネ ムカゴイチゴツナギ 
ƱǐǂƁǃǖǍǃǐǔǂƁ

ǗǂǓƏǗǊǗǊǑǂǓǂ 
   B   ○     

32 イネ イネ コイチゴツナギ ƱǐǂƁǄǐǎǑǓǆǔǔǂ    B   ○     

33 イネ イネ ヌマイチゴツナギ ƱǐǂƁǑǂǍǖǔǕǓǊǔ    B  ○ ○   ○  

34 イネ イネ ナガハグサ ƱǐǂƁǑǓǂǕǆǏǔǊǔ    A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

35 イネ イネ オオスズメノカタビラ ƱǐǂƁǕǓǊǗǊǂǍǊǔ    A3  ○ ○     

36 イネ イネ オニウシノケグサ ƴǄǉǆǅǐǏǐǓǖǔƁǑǉǐǆǏǊǙ   ⑥ A3  ○ ○ ○ ○ ○  

37 イネ イネ ヒロハノウシノケグサ 
ƴǄǉǆǅǐǏǐǓǖǔƁ

ǑǓǂǕǆǏǔǊǔ 
   A3 ○ ○ ○   ○  

38 キンポウゲ メギ メギ ƣǆǓǃǆǓǊǔƁǕǉǖǏǃǆǓǈǊǊ    B   ○     

39 ユキノシタ スグリ フサスグリ ƳǊǃǆǔƁǓǖǃǓǖǎ    B  ○ ○   ○  

40 ユキノシタ スグリ マルスグリ ƳǊǃǆǔƁǖǗǂƎǄǓǊǔǑǂ    B   ○ ○  ○  

41 マメ マメ イタチハギ ƢǎǐǓǑǉǂƁǇǓǖǕǊǄǐǔǂ   ④ A3 ○ ○ ○  ○   

42 マメ マメ エニシダ ƤǚǕǊǔǖǔƁǔǄǐǑǂǓǊǖǔ   ⑤ A3   ○     

43 マメ マメ セイヨウミヤコグサ 
ƭǐǕǖǔƁǄǐǓǏǊǄǖǍǂǕǖǔƁ

ǔǔǑƏǄǐǓǏǊǄǖǍǂǕǖǔ 
   A3  ○ ○     

44 マメ マメ コメツブウマゴヤシ ƮǆǅǊǄǂǈǐƁǍǖǑǖǍǊǏǂ    A3 ○ ○ ○ ○  ○  

45 マメ マメ ムラサキウマゴヤシ ƮǆǅǊǄǂǈǐƁǔǂǕǊǗǂ    A3 ○ ○ ○     

46 マメ マメ シロバナシナガワハギ 
ƮǆǍǊǍǐǕǖǔƁǐǇǇǊǄǊǏǂǍǊǔƁ

ǔǔǑƏǂǍǃǖǔ 
   A3 ○ ○ ○   ○  

47 マメ マメ シナガワハギ 
ƮǆǍǊǍǐǕǖǔƁǐǇǇǊǄǊǏǂǍǊǔƁ

ǔǔǑƏǔǖǂǗǆǐǍǆǏǔ 
   A3 ○ ○ ○     
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48 マメ マメ ハリエンジュ ƳǐǃǊǏǊǂƁǑǔǆǖǅǐǂǄǂǄǊǂ   ⑥ A2 ○ ○ ○ ○  ○  

49 マメ マメ タマザキクサフジ ƴǆǄǖǓǊǈǆǓǂƁǗǂǓǊǂ    B      ○  

50 マメ マメ クスダマツメクサ ƵǓǊǇǐǍǊǖǎƁǄǂǎǑǆǔǕǓǆ    B ○ ○ ○     

51 マメ マメ タチオランダゲンゲ ƵǓǊǇǐǍǊǖǎƁǉǚǃǓǊǅǖǎ    A3 ○ ○ ○   ○  

52 マメ マメ ベニバナツメクサ ƵǓǊǇǐǍǊǖǎƁǊǏǄǂǓǏǂǕǖǎ    B   ○     

53 マメ マメ ムラサキツメクサ ƵǓǊǇǐǍǊǖǎƁǑǓǂǕǆǏǔǆ    A2 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

54 マメ マメ シロツメクサ ƵǓǊǇǐǍǊǖǎƁǓǆǑǆǏǔ    A2 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

55 マメ マメ フジ ƸǊǔǕǆǓǊǂƁǇǍǐǓǊǃǖǏǅǂ    A3 ○ ○ ○ ○    

56 バラ アサ アサ ƤǂǏǏǂǃǊǔƁǔǂǕǊǗǂ    A3 ○ ○ ○     

57 バラ バラ エゾノミツモトソウ ƱǐǕǆǏǕǊǍǍǂƁǏǐǓǗǆǈǊǄǂ    A3 ○ ○ ○   ○  

58 バラ バラ スモモ ƱǓǖǏǖǔƁǔǂǍǊǄǊǏǂ    B ○ ○      

59 バラ バラ クロミキイチゴ ƳǖǃǖǔƁǂǍǍǆǈǉǆǏǊǆǏǔǊǔ    A3 ○       

60 バラ バラ イシカリキイチゴ ƳǖǃǖǔƁǆǙǔǖǍƁƧǐǄǌǆ    A3      ○  

61 バラ バラ ユキヤナギ ƴǑǊǓǂǆǂƁǕǉǖǏǃǆǓǈǊǊ    B    ○    

62 キントラノオ ヤナギ セイヨウハコヤナギ 
ƱǐǑǖǍǖǔƁǏǊǈǓǂƁ

ǗǂǓƏǊǕǂǍǊǄǂ 
   B    ○    

63 キントラノオ スミレ アメリカスミレサイシン ƷǊǐǍǂƁǔǐǓǐǓǊǂ    B   ○     

64 キントラノオ オトギリソウ オオカナダオトギリ ƩǚǑǆǓǊǄǖǎƁǎǂǋǖǔ    B   ○     

65 フウロソウ フウロソウ オランダフウロ ƦǓǐǅǊǖǎƁǄǊǄǖǕǂǓǊǖǎ    B  ○ ○     

66 フトモモ ミソハギ ミソハギ ƭǚǕǉǓǖǎƁǂǏǄǆǑǔ    B  ○      

67 フトモモ アカバナ メマツヨイグサ ưǆǏǐǕǉǆǓǂƁǃǊǆǏǏǊǔ    A3 ○ ○ ○ ○ ○   

68 フトモモ アカバナ オオマツヨイグサ 
ưǆǏǐǕǉǆǓǂƁ

ǈǍǂǛǊǐǗǊǂǏǂ 
   A3   ○     

69 ムクロジ ムクロジ トネリコバノカエデ ƢǄǆǓƁǏǆǈǖǏǅǐ    B  ○ ○     

70 ムクロジ ニガキ ニワウルシ ƢǊǍǂǏǕǉǖǔƁǂǍǕǊǔǔǊǎǂ   ④ A3 ○  ○ ○  ○  

71 アオイ アオイ タチアオイ ƢǍǕǉǂǆǂƁǓǐǔǆǂ    B   ○     

72 アブラナ アブラナ シロイヌナズナ ƢǓǂǃǊǅǐǑǔǊǔƁǕǉǂǍǊǂǏǂ    B      ○  

73 アブラナ アブラナ セイヨウワサビ ƢǓǎǐǓǂǄǊǂƁǓǖǔǕǊǄǂǏǂ    A3 ○       

74 アブラナ アブラナ ハルザキヤマガラシ ƣǂǓǃǂǓǆǂƁǗǖǍǈǂǓǊǔ   ⑤ A3 ○ ○ ○  ○ ○  

75 アブラナ アブラナ セイヨウアブラナ ƣǓǂǔǔǊǄǂƁǏǂǑǖǔ    B   ○ ○    

76 アブラナ アブラナ エゾスズシロ 
ƦǓǚǔǊǎǖǎƁ

ǄǉǆǊǓǂǏǕǉǐǊǅǆǔ 
   B   ○     

77 アブラナ アブラナ ウロコナズナ ƭǆǑǊǅǊǖǎƁǄǂǎǑǆǔǕǓǆ    B   ○     

78 アブラナ アブラナ オランダガラシ ƯǂǔǕǖǓǕǊǖǎƁǐǇǇǊǄǊǏǂǍǆ   ④ A2   ○     

79 アブラナ アブラナ キレハイヌガラシ ƳǐǓǊǑǑǂƁǔǚǍǗǆǔǕǓǊǔ    A3 ○     ○  

80 ナデシコ タデ ソバカズラ ƧǂǍǍǐǑǊǂƁǄǐǏǗǐǍǗǖǍǖǔ    B   ○ ○  ○  

81 ナデシコ タデ ツルタデ ƧǂǍǍǐǑǊǂƁǅǖǎǆǕǐǓǖǎ    B   ○     

82 ナデシコ タデ イタドリ 
ƧǂǍǍǐǑǊǂƁǋǂǑǐǏǊǄǂƁ

ǗǂǓƏǋǂǑǐǏǊǄǂ 
   A3   ○     

83 ナデシコ タデ ハイミチヤナギ 
ƱǐǍǚǈǐǏǖǎƁǂǗǊǄǖǍǂǓǆƁ

ǔǔǑƏǅǆǑǓǆǔǔǖǎ 
   A3 ○ ○ ○ ○  ○  

84 ナデシコ タデ ヒメスイバ 
ƳǖǎǆǙƁǂǄǆǕǐǔǆǍǍǂƁ

ǔǔǑƏǑǚǓǆǏǂǊǄǖǔ 
  ⑤ A3 ○ ○ ○ ○  ○  

85 ナデシコ タデ ナガバギシギシ ƳǖǎǆǙƁǄǓǊǔǑǖǔ   ⑤ A3 ○ ○ ○     

86 ナデシコ タデ ギシギシ ƳǖǎǆǙƁǋǂǑǐǏǊǄǖǔ   ⑤    ○     

87 ナデシコ タデ エゾノギシギシ ƳǖǎǆǙƁǐǃǕǖǔǊǇǐǍǊǖǔ   ⑤ A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

88 ナデシコ ナデシコ オランダミミナグサ 
ƤǆǓǂǔǕǊǖǎƁ

ǈǍǐǎǆǓǂǕǖǎ 
   B ○  ○   ○  

89 ナデシコ ナデシコ ノハラナデシコ ƥǊǂǏǕǉǖǔƁǂǓǎǆǓǊǂ    B    ○    

90 ナデシコ ナデシコ ムシトリナデシコ ƴǊǍǆǏǆƁǂǓǎǆǓǊǂ   ⑤ A3   ○     

91 ナデシコ ナデシコ マツヨイセンノウ 
ƴǊǍǆǏǆƁǍǂǕǊǇǐǍǊǂƁ

ǔǔǑƏǂǍǃǂ 
   A3 ○ ○ ○     

92 ナデシコ ナデシコ ノハラツメクサ 
ƴǑǆǓǈǖǍǂƁǂǓǗǆǏǔǊǔƁ

ǗǂǓƏǂǓǗǆǏǔǊǔ 
   A3 ○ ○ ○   ○  

93 ナデシコ ナデシコ ウスベニツメクサ ƴǑǆǓǈǖǍǂǓǊǂƁǓǖǃǓǂ    B ○ ○ ○ ○  ○  

94 ナデシコ ナデシコ カラフトホソバハコベ ƴǕǆǍǍǂǓǊǂƁǈǓǂǎǊǏǆǂ    A3 ○ ○ ○   ○  

95 ナデシコ ナデシコ コハコベ ƴǕǆǍǍǂǓǊǂƁǎǆǅǊǂ    A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
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96 ナデシコ ヒユ イヌビユ ƢǎǂǓǂǏǕǉǖǔƁǃǍǊǕǖǎ    B   ○     

97 ナデシコ ヒユ ホソアオゲイトウ ƢǎǂǓǂǏǕǉǖǔƁǉǚǃǓǊǅǖǔ    B   ○     

98 ナデシコ ヒユ アオゲイトウ 
ƢǎǂǓǂǏǕǉǖǔƁ

ǓǆǕǓǐǇǍǆǙǖǔ 
   A3 ○ ○ ○     

99 ナデシコ ヒユ ウスバアカザ 
ƤǉǆǏǐǑǐǅǊǂǔǕǓǖǎƁ

ǉǚǃǓǊǅǖǎ 
   B ○       

100 ナデシコ ヒユ シロザ 
ƤǉǆǏǐǑǐǅǊǖǎƁǂǍǃǖǎƁ

ǗǂǓƏǂǍǃǖǎ 
   B ○ ○ ○   ○  

101 ナデシコ ヒユ コアカザ 
ƤǉǆǏǐǑǐǅǊǖǎƁ

ǇǊǄǊǇǐǍǊǖǎ 
   B    ○    

102 ツツジ ハナシノブ クサキョウチクトウ ƱǉǍǐǙƁǑǂǏǊǄǖǍǂǕǂ    B    ○    

103 ツツジ サクラソウ 
コバンコナスビ 

（ヨウシュコナスビ） 

ƭǚǔǊǎǂǄǉǊǂƁ

ǏǖǎǎǖǍǂǓǊǂ 
   B      ○  

104 ナス ヒルガオ セイヨウヒルガオ ƤǐǏǗǐǍǗǖǍǖǔƁǂǓǗǆǏǔǊǔ    A3  ○ ○     

105 ナス ナス ホオズキ 
ƱǉǚǔǂǍǊǔƁǂǍǌǆǌǆǏǈǊƁ

ǗǂǓƏǇǓǂǏǄǉǆǕǊǊ 
   B   ○     

106 ナス ナス イヌホオズキ ƴǐǍǂǏǖǎƁǏǊǈǓǖǎ    A3 ○ ○ ○     

107 ムラサキ ムラサキ ノハラムラサキ ƮǚǐǔǐǕǊǔƁǂǓǗǆǏǔǊǔ    A3  ○ ○ ○ ○ ○  

108 ムラサキ ムラサキ シンワスレナグサ ƮǚǐǔǐǕǊǔƁǔǄǐǓǑǊǐǊǅǆǔ    A3 ○ ○ ○     

109 ムラサキ ムラサキ ヒレハリソウ ƴǚǎǑǉǚǕǖǎƁǐǇǇǊǄǊǏǂǍǆ    A3 ○ ○ ○ ○  ○  

110 シソ オオバコ ホソバウンラン ƭǊǏǂǓǊǂƁǗǖǍǈǂǓǊǔ    A3 ○ ○ ○     

111 シソ オオバコ ヘラオオバコ ƱǍǂǏǕǂǈǐƁǍǂǏǄǆǐǍǂǕǂ    A2 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

112 シソ オオバコ セイヨウオオバコ ƱǍǂǏǕǂǈǐƁǎǂǋǐǓ    B   ○     

113 シソ オオバコ タチイヌノフグリ ƷǆǓǐǏǊǄǂƁǂǓǗǆǏǔǊǔ    B  ○ ○   ○  

114 シソ ゴマノハグサ ビロードモウズイカ ƷǆǓǃǂǔǄǖǎƁǕǉǂǑǔǖǔ    A3 ○ ○ ○ ○  ○  

115 シソ シソ チシマオドリコソウ ƨǂǍǆǐǑǔǊǔƁǃǊǇǊǅǂ    A3   ○     

116 シソ シソ ヒメオドリコソウ ƭǂǎǊǖǎƁǑǖǓǑǖǓǆǖǎ    A3   ○   ○  

117 シソ シソ コショウハッカ ƮǆǏǕǉǂƁǙƁǑǊǑǆǓǊǕǂ    B    ○    

118 シソ シソ セイヨウウツボグサ 
ƱǓǖǏǆǍǍǂƁǗǖǍǈǂǓǊǔƁ

ǔǔǑƏǗǖǍǈǂǓǊǔ 
   B   ○     

119 キク キク セイヨウノコギリソウ ƢǄǉǊǍǍǆǂƁǎǊǍǍǆǇǐǍǊǖǎ    A3 ○ ○ ○ ○    

120 キク キク ブタクサ 
ƢǎǃǓǐǔǊǂƁ

ǂǓǕǆǎǊǔǊǊǇǐǍǊǂ 
   A2    ○    

121 キク キク カミツレモドキ ƢǏǕǉǆǎǊǔƁǄǐǕǖǍǂ    A3  ○ ○     

122 キク キク ゴボウ ƢǓǄǕǊǖǎƁǍǂǑǑǂ    A3   ○     

123 キク キク ヨモギ 
ƢǓǕǆǎǊǔǊǂƁǊǏǅǊǄǂƁ

ǗǂǓƏǎǂǙǊǎǐǘǊǄǛǊǊ 
   A3 ○  ○   ○  

124 キク キク ヒメヨモギ ƢǓǕǆǎǊǔǊǂƁǍǂǏǄǆǂ    A3 ○       

125 キク キク アメリカセンダングサ ƣǊǅǆǏǔƁǇǓǐǏǅǐǔǂ   ⑤ A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

126 キク キク キクニガナ ƤǊǄǉǐǓǊǖǎƁǊǏǕǚǃǖǔ    B  ○ ○     

127 キク キク セイヨウトゲアザミ ƤǊǓǔǊǖǎƁǂǓǗǆǏǔǆ    A3     ○   

128 キク キク アメリカオニアザミ ƤǊǓǔǊǖǎƁǗǖǍǈǂǓǆ   ⑤ A2 ○ ○ ○ ○    

129 キク キク コスモス ƤǐǔǎǐǔƁǃǊǑǊǏǏǂǕǖǔ    B ○   ○    

130 キク キク ヒメジョオン ƦǓǊǈǆǓǐǏƁǂǏǏǖǖǔ   ⑤ A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

131 キク キク ヒメムカシヨモギ ƦǓǊǈǆǓǐǏƁǄǂǏǂǅǆǏǔǊǔ    A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

132 キク キク ヘラバヒメジョオン ƦǓǊǈǆǓǐǏƁǔǕǓǊǈǐǔǖǔ    B ○ ○ ○     

133 キク キク ハキダメギク 
ƨǂǍǊǏǔǐǈǂƁ

ǒǖǂǅǓǊǓǂǅǊǂǕǂ 
   B   ○     

134 キク キク ヒメチチコグサ 
ƨǏǂǑǉǂǍǊǖǎƁ

ǖǍǊǈǊǏǐǔǖǎ 
   B ○ ○ ○   ○  

135 キク キク キクイモ ƩǆǍǊǂǏǕǉǖǔƁǕǖǃǆǓǐǔǖǔ    A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

136 キク キク イヌキクイモ ƩǆǍǊǂǏǕǉǖǔƁǔǕǓǖǎǐǔǖǔ    B ○       

137 キク キク ブタナ ƩǚǑǐǄǉǂǆǓǊǔƁǓǂǅǊǄǂǕǂ    A2 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

138 キク キク フランスギク 
ƭǆǖǄǂǏǕǉǆǎǖǎƁ

ǗǖǍǈǂǓǆ 
 ○ ⑤ A2 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

139 キク キク コシカギク 
ƮǂǕǓǊǄǂǓǊǂƁ

ǎǂǕǓǊǄǂǓǊǐǊǅǆǔ 
   B  ○ ○ ○  ○  

140 キク キク コウリンタンポポ ƱǊǍǐǔǆǍǍǂƁǂǖǓǂǏǕǊǂǄǂ   ⑤ A2 ○  ○ ○ ○ ○  

141 キク キク キバナコウリンタンポポ ƱǊǍǐǔǆǍǍǂƁǄǂǆǔǑǊǕǐǔǂ   ⑤ A2    ○    

142 キク キク キヌガサギク ƳǖǅǃǆǄǌǊǂƁǉǊǓǕǂ   ⑤ B ○       



 

 

№ 目名 科名 和名 学名 
外来種 文献 

外来法3） 道条例4) 生態系5） 道BL6) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

143 キク キク オオハンゴンソウ ƳǖǅǃǆǄǌǊǂƁǍǂǄǊǏǊǂǕǂ 特定  ③ A2 ○ ○ ○ ○  ○  

144 キク キク ノボロギク ƴǆǏǆǄǊǐƁǗǖǍǈǂǓǊǔ    A3 ○ ○ ○ ○  ○  

145 キク キク セイタカアワダチソウ ƴǐǍǊǅǂǈǐƁǂǍǕǊǔǔǊǎǂ   ④ A2 ○ ○ ○ ○  ○  

146 キク キク オオアワダチソウ 
ƴǐǍǊǅǂǈǐƁǈǊǈǂǏǕǆǂƁ

ǔǔǑƏǔǆǓǐǕǊǏǂ 
  ④ A2 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

147 キク キク オニノゲシ ƴǐǏǄǉǖǔƁǂǔǑǆǓ    B  ○ ○   ○  

148 キク キク ネバリノギク 
ƴǚǎǑǉǚǐǕǓǊǄǉǖǎƁ

ǏǐǗǂǆǂǏǈǍǊǂǆ 
  ⑤ A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

149 キク キク 
ユウゼンギク 

（シロバナユウゼンギク含む） 

ƴǚǎǑǉǚǐǕǓǊǄǉǖǎƁ

ǏǐǗǊǃǆǍǈǊǊ 
   A3 ○ ○ ○ ○  ○  

150 キク キク セイヨウタンポポ ƵǂǓǂǙǂǄǖǎƁǐǇǇǊǄǊǏǂǍǆ    A2 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

151 キク キク イヌカミツレ 

ƵǓǊǑǍǆǖǓǐǔǑǆǓǎǖǎƁ

ǎǂǓǊǕǊǎǖǎƁ

ǔǔǑƏǊǏǐǅǐǓǖǎ 

   A3  ○ ○     

152 セリ セリ イワミツバ 
ƢǆǈǐǑǐǅǊǖǎƁ

ǑǐǅǂǈǓǂǓǊǂ 
 ○  A2 ○ ○ ○ ○  ○  

153 セリ セリ ノラニンジン 
ƥǂǖǄǖǔƁǄǂǓǐǕǂƁ

ǔǔǑƏǄǂǓǐǕǂ 
   A3 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 23目 38科 153種      79種 85種 123種 57種 30種 72種 - 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 7．温室効果ガスの算定等 

 

  



 

 

（1）温室効果ガスの推計方法について 

①産業部門：製造業 

「①北海道のエネルギー別消費量」に、「②北海道の製造品出荷額」を「③北広島市の製造品出荷

額」で按分したものを掛け、それぞれに「④排出係数」を掛けることで排出量を推計しています。 

なお、都市ガスについては、「⑤北海道ガスの工業用供給量」に、「⑥北海道ガス供給エリアの製

造品出荷額合計」を「③北広島市の製造品出荷額」で按分したものを掛け、それに「④排出係数」を

掛けることで排出量を推計しています。 

 

 

 

 

 

②産業部門：建設・鉱業 

「①北海道のエネルギー別消費量」に、「②北海道の建設・鉱業の従業者数」を「③北広島市の建

設・鉱業の従業者数」で按分したものを掛け、それぞれに「④排出係数」を掛けることで排出量を推

計しています。 

なお、都市ガスについては、「②北海道の建設・鉱業の従業者数」を「⑤北海道ガス供給エリアの

建設・鉱業の従業者数合計」に置き換えて排出量を推計しています。 

 

 

 

 

 

③産業部門：農林水産業 

「①北海道のエネルギー別消費量」に、「②北海道の農林水産業の従業者数」を「③北広島市の農

林水産業の従業者数」で按分したものを掛け、それぞれに「④排出係数」を掛けることで排出量を推

計しています。 

なお、都市ガスについては、「②北海道の農林水産業の従業者数」を「⑤北海道ガス供給エリアの

農林水産業の従業者数合計」に置き換えて排出量を推計しています。 

 

 

 

 

  

・エネルギー別に、① × ② /  ③ × ④ 

・都市ガスのみ、⑤ × ⑥ / ③ × ④ 
= 産業部門：製造業の排出量 

・エネルギー別に、① × ② / ③ × ④ 

・都市ガスのみ、① × ⑤ / ③ × ④ 
= 産業部門：建設・鉱業の排出量 

・エネルギー別に、① × ② / ③ × ④ 

・都市ガスのみ、① × ⑤ / ③ × ④ 
= 産業部門：農林水産業の排出量 



 

 

④業務その他部門 

「①北海道のエネルギー別消費量」に、「②北海道の事業所数」を「③北広島市の事業所数」で按

分したものを掛け、それぞれに「④排出係数」を掛けることで排出量を推計しています。 

なお、都市ガスについては、「⑤北海道ガスの商業用供給量」に、「⑥北海道ガス供給エリアの事

業所数」を「③北広島市の事業所数」で按分したものを掛け、それに「④排出係数」を掛けることで

排出量を推計しています。 

 

 

 

 

⑤家庭部門 

電気については、「①北海道の電気消費量」に、「②北海道の世帯数」を「③北広島市の世帯数」

で按分したものを掛け、それに「④排出係数」を掛けることで排出量を推計しています。 

灯油・LPGについては、家計調査の「⑤札幌市の二人世帯以上の灯油・LPG 購入量」に、全国の

世帯当たりの灯油・LPG 購入金額や全国と北広島市の世帯数などから算出する「⑥補正係数」を掛

け、そこに「③北広島市の世帯数」を掛け、それに「④排出係数」を掛けることで排出量を推計して

います。また、LPG については、「⑦都市ガスの普及率」も考慮して推計しています。 

都市ガスについては、「⑧北海道ガスの家庭用供給量」を「②北海道の世帯数」で割り、それに「③

北広島市の世帯数」を掛け、それに「④排出係数」を掛けることで排出量を推計しています。 

 

 

 

 

 

 

⑥運輸部門：自動車 

まず、「①北海道の燃料別・車種別自動車保有台数」に、「②北海道の自動車台数」と「③北広島

市の自動車台数」で按分したものを掛け、「④北広島市の燃料別・車種別自動車保有台数」を推計し

ています。次に、「①北海道の燃料別・車種別自動車保有台数」を「⑤燃料消費量」で割り、それに

「④北広島市の燃料別・車種別自動車保有台数」と掛け、それに「⑥排出係数」を掛けることで排出

量を推計しています。 

 

 

 

 

⑦運輸部門：鉄道 

ＪＲ北海道環境報告書で公表されている「①二酸化炭素排出量」に、「②JR 北海道全体の営業キ

ロ数」と「③北広島市内の営業キロ数」で按分したものを掛けて推計しています。 

 

  

・エネルギー別に、① × ② / ③ × ④ 

・都市ガスのみ、⑤ × ⑥ / ③ × ④ 
= 業務その他部門の排出量 

・電気、① × ② / ③ × ④ 

・灯油、⑤ × ⑥ × ③ × ④ 

・LPG、⑤ × ⑥ × (1 -  ⑦) × ③ × ④ 

・都市ガス、⑧ / ② × ③ × ④ 

= 家庭部門の排出量 

・① × ② /  ③ = ④ 

・① /  ⑤ × ④ × ⑥ 

 

= 運輸部門：自動車の排出量 

・① × ② /  ③ = 運輸部門：鉄道の排出量 



 

 

（2）将来推計について 

将来推計は、部門ごとに排出量と関連性が高い指標を設定し、指標の過去の実績値の推移から将来

の変化を予測し、その増減率を直近の排出量と掛け合わせて将来推計としています。 

指標は、過去に北広島市の推計で使用したものを参考に、北広島市の現状に合わせて修正を行って

おり、現在は下表のように設定しています。 

 

 

表 25 将来推計で用いる指標 

部門・分野 指標 備考 

産業部門 

製造業 製造品出荷額 
製造品出荷額の増加率に比例してエネルギー消費

量が変化すると仮定 

建設・鉱業 人口 
人口増加率に比例してエネルギー消費量が変化す

ると仮定 

農林水産業 人口 
人口増加率に比例してエネルギー消費量が変化す

ると仮定 

業務その他部門 人口 
人口増加率に比例して、活動床面積・事業所数及

びエネルギー消費量が変化すると仮定 

家庭部門 人口 
人口増加率に比例してエネルギー消費量が変化す

ると仮定 

運輸部門 

自動車 

（旅客・貨物） 
人口 

人口増加率に比例して自動車保有台数・エネルギ

ー消費量が変化すると仮定 

鉄道 現状維持 
鉄道の営業距離は北広島市の人口の増減によらな

いことから、現況と同じエネルギー消費量と仮定 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 8．用語解説 

 

  



 

 

【あ行】 

◆ISO14001 ···································· P.45 

ISO とは、国際標準化機構（International Organization for Standardization）のことで、国際的に通

用させる規格等を制定するための国際機関です。ISO が制定した環境保全に関する規格には、14000 番台

の番号が付けられており、このうち最も重要な環境マネジメントシステムの規格が ISO14001 として発行

されています。 

 

◆アイドリングストップ ································ P.20 

信号待ちや渋滞などで車が停止した際、エンジンを切っておくことです。燃費の向上や排気ガスの低減に

寄与します。 

 

◆アスベスト（石綿） ································· P.20 

天然の鉱物繊維です。熱や摩擦に強く，酸やアルカリにも強いなど，丈夫で変化しにくいという特性を持

っています。そのため，吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり，潜伏期間を経て，肺がんなどの病気を引

き起こすおそれがあります。「労働安全衛生法」や「大気汚染防止法」，「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」などで予防や飛散防止等が図られています。 

 

◆硫黄酸化物（SOx） ································· P.16 

硫黄の酸化物の総称で、二酸化硫黄、三酸化硫黄等があります。石油や石炭に含まれる硫黄分の燃焼によ

って生成されるほか、火山活動によっても発生します。二酸化硫黄は亜硫酸ガスと呼ばれており、のどや肺

を刺激し、呼吸器系に影響を及ぼすおそれがあります。工場やビルなどで使われているボイラーや焼却炉、

火力発電所が発生源となることがあります。 

 

◆石狩川クリーンアップ作戦 ······························ P.31 

石狩川振興財団が実施している運動で、河川清掃を通じて河川愛護思想を広く啓発することを目的として

います。 

 

◆一般廃棄物処理量 ·································· P.24 

ごみ処理施設で処理される一般廃棄物（日常生活に伴って排出されるごみやし尿）の量です。 

 

◆エコクッキング ··································· P.48 

市と北広島消費者協会で行う、地産地消や省エネ、食品ロス削減を伝えるための小学生向けの講座です。

規格外の野菜の使用や冷やす動力に雪を利用するなど、エコな材料を利用した調理を実際に体験してもらい

ます。 

 

◆エコ講座 ······································ P.48 

市が行う、省エネやリサイクルなどの環境問題について、「エコ・パートナーシップ北広島」のメンバー

が講師となって実施する、小学生向けの講座です。 

  



 

 

◆エコドライブ ···································· P.20 

自動車からの燃料消費量や二酸化炭素排出量を減らし、地球温暖化防止や大気汚染物質の排出削減につな

げる「運転技術」や「心がけ」のことです。アイドリングストップやふんわりアクセル「e スタート」、加

速・減速の少ない運転などを行います。 

 

◆エコパートナーシップ北広島 ····························· P.50 

地域住民や事業者、行政、NPO などが、幅広く分野を超えてパートナーシップを形成し、地球温暖化防

止等の環境保全を効果的に推進するための方策を協議・企画・実施し、持続可能な地域づくりの実践のため

に設立された、地球温暖化対策地域協議会です。 

 

◆エコファーマー ··································· P.19 

土づくりや減化学肥料・減農薬などの環境に優しい農業に取り組む農業者を対象として、「持続性の高い

農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法）」に基づき、各都道府県が認定を行っている農業者

（認定農業者）の愛称です。 

 

◆エコミュージアム ·································· P.35 

エコロジー（生態学)とミュージアム（博物館)とをつなぎ合わせた言葉で、ある地域において受け継がれ

てきた自然や文化、生活様式を含めた環境を総体として永続的な（持続可能な）方法で研究・保存・展示・

活用していくという考え方や活動のことです。 

 

◆SDGs ······································· P.2 

Sustainable Development Goals の略で，「持続可能な開発目標」と訳されています。国連加盟 193

か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標で，環境・経済・社会などの世界全

体のことについて，17のゴールとそれにぶら下がる 169のターゲット，そしてそれらの達成度合いを評価

する 232の指標で構成されており，政府・自治体・企業・個人といった全ての人々が目指すべき目標とさ

れています。 

 

◆温室効果ガス ···································· P.2 

地表から放出される赤外線を吸収する作用の大きいガスの総称で、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、

ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三フッ化窒素などがあります。 

 

【か行】 

◆外来種被害予防三原則 ································ P.39 

環境省が提唱する、外来生物の被害を予防するための三原則です。悪影響を及ぼすおそれのある外来種を

自然分布域から非分布域へ「入れない」、飼養・栽培している外来種を適切に管理して「捨てない」（逃が

さない・放さない・逸出させないを含みます）、既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」（増やさな

いを含みます）の 3つにより構成されています。 

 

  



 

 

◆家庭用燃料電池（エネファーム） ··························· P.20 

都市ガスや LP ガスから水素を取り出し，空気中の酸素と反応させることで電気と熱を取り出すシステム

です。エネファームはエネルギー効率が非常に高く，発電時のエネルギーの約 90％を利用することができ

るため，環境に配慮した発電・給湯設備として注目されています。 

 

◆カーボンニュートラル ································ P.44 

 温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。 

 

◆簡易焼却炉 ····································· P.20 

家庭などに設置される、小型で簡易な焼却炉のことです。簡易な焼却炉や野焼きなどでは完全燃焼が難し

く、ダイオキシン類などの有害物質が発生するため、法規制に適応しない焼却炉は、一部の例外を除いて法

律により禁止されています。 

 

◆環境基準 ······································ P.17 

環境基本法第 16条に基づき定められている、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持

されることが望ましい基準」です。現在は、大気汚染、水質汚濁（地下水含む）、土壌汚染及び騒音につい

て基準が定められています。 

 

◆環境配慮型製品 ··································· P.47 

製品の製造から廃棄までのライフサイクル全体において、環境負荷の低減を考慮した製品のことです。 

 

◆環境ひろば ····································· P.41 

市が毎年 6月に実施している、地球温暖化防止を目指して市民・事業者に省エネルギーや地域環境の保全

への取組について意識啓発を行うイベントです。 

 

◆環境保全型農業 ··································· P.37 

農業の持つ物質循環機能を生かして，生産性との調和などに留意しつつ，化学肥料や農薬の使用を軽減す

るなど、環境負荷に配慮した持続可能な農業のことです。 

 

◆環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質） ························ P.22 

環境の中にあって生物の生殖機能を乱すとされる化学物質のことで、ごく微量でも生体内に入るとホルモ

ンに似た働きをし、生殖器の発達や性行動に影響を及ぼします。汚染の実態や因果関係などはまだはっきり

しない面が多く、世界的に研究・調査が進められています。 

 

◆環境マネジメントシステム ······························ P.40 

事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり，環境に関する方針や目標等を自ら設定し，こ

れらの達成に向けて取り組む仕組みのことです（例：ISO14001・エコアクション 21など）。 

 

 



 

 

◆環境緑地保護地区 ·································· P.31 

市町村の市街地およびその周辺地のうち、環境緑地として維持または造成することが必要な地区のことで

す。北海道自然環境等保全条例に基づいて指定されます。 

 

◆北広島市公園等里親制度 ······························· P.37 

公園に愛着を持ってもらい地域の親睦を深めることを目的に、市民が身近な公園等をボランティアで管理

する制度です。 

 

◆空間放射線量率 ··································· P.16 

対象とする空間の単位時間当たりの放射線量のことで、空気吸収線量率とも呼ばれています。一般的に、

nGy/h（ナノグレイ/時）やμSv/h（マイクロシーベルト/時）といった単位で表現されます。 

 

◆国指定島松駅逓所 ·································· P.35 

駅逓所とは、交通が不便な地域に駅舎と人馬を備えて、宿泊と運送の便を図るために設置された北海道独

自の施設です。市の島松駅逓所は、1984 年に国の史跡に指定されており、現存する道内の駅逓所の中では

最古のものとなっています。 

 

◆グリーン購入 ···································· P.47 

消費者が、環境負荷ができるだけ小さい製品・サービスを優先して購入することです。 

 

◆グリーンコンシューマー ······························· P.44 

環境に配慮した行動をする消費者のことです。環境に配慮した製品が通常製品より高価でも、あえて購入

したりすることで、環境に配慮した商品が市場に出回ることを手助けします。 

 

◆グリーン・ツーリズム ································ P.38 

農業や漁業を楽しみながら地方に滞在し，地域の人との交流や，文化・自然を楽しむ休暇の過ごし方で

す。農村や漁村の活性化につなげることが目的となっています。 

 

◆クリーン農業 ···································· P.19 

北海道が推進する、農薬や化学肥料の使用を削減し、環境との調和に配慮して、より安全で高品質な農産

物を生産する農業のことです。 

 

◆合併処理浄化槽 ··································· P.21 

トイレの汚水と、台所・お風呂などの生活雑排水を一緒に処理できる浄化槽のことです。しくみは下水道

とほぼ同じで、下水管のない家庭専用の汚水・排水処理施設となります。 

 

 

 



 

 

 

【さ行】 

◆災害廃棄物 ····································· P.24 

災害によって発生した廃棄物のことです。廃棄物処理法上は災害廃棄物というくくりはないため，ほとん

どが一般廃棄物に該当します。 

 

◆最終処分場 ····································· P.25 

廃棄物は，資源化又は再利用される場合を除き，最終的には埋立処分又は海洋投入処分されます。最終処

分は埋立が原則とされており，その最終処分を行う施設が最終処分場です。北広島市では、回収したごみを

破砕して埋立を行っていますが、令和 6年度よりごみの広域処理（焼却処理）を行っていく予定です。 

 

◆再生可能エネルギー ································· P.42 

自然の営みから半永久的に得られ，継続して利用できるエネルギーの総称です。比較的短期間に再生が可

能であり，資源が枯渇しないため，地球環境への負荷が少ないエネルギーと言われています。「エネルギー

供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（エ

ネルギー供給構造高度化法）」では，再生可能エネルギー源として，太陽光，風力，水力，地熱，太陽熱，

大気中の熱その他の自然界に存する熱，バイオマスと規定してます。 

 

◆サプライチェーン ·································· P.45 

製品の原材料の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の一連の流れのことです。 

 

◆酸性雨 ······································· P.46 

自然の雨はもともと弱い酸性を示していますが、それよりも酸性の強いｐH（水素イオン濃度）5.6 以下

の雨のことです。二酸化硫黄や窒素酸化物が原因で、河川や湖沼、土壌などを酸性化させて生態系に悪影響

を及ぼすほか、コンクリートを溶かす、金属を錆びさせるなどの被害を起こします。 

 

◆3010（さんまるいちまる）運動 ··························· P.30 

食品ロスを削減するための運動で、会食時や宴会時、開始後の 30分と終了前の 10 分には自席に戻って

食事に集中することです。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を減らすために、環境省や農林水産省

が推進しています。 

 

◆次世代自動車 ···································· P.20 

ガソリンなどの化石燃料の使用をゼロまたは大幅に減らして，環境負荷を和らげる自動車のことです。日

本政府では，ハイブリッド自動車（HV），プラグインハイブリッド自動車（PHV），電気自動車（EV），

燃料電池自動車（FCV），クリーンディーゼル自動車（CDV），天然ガス自動車（CNG）の 6 種類を次世

代自動車としています。 

 

 

 

 



 

 

◆市民農園 ······································ P.34 

都市の住民の方々がレクリエーションなどの目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農

園のことです。 

 

◆森林環境譲与税 ··································· P.36 

喫緊の課題である森林整備に対応するために、交付税および譲与税配付金特別会計における借入金を原資

として譲与されているもので、令和元年度から開始されています。市町村や都道府県に対して、私有林人工

林面積・林業就業者数・人口による客観的な基準で按分されています。 

 

◆森林経営管理制度 ·································· P.36 

適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を、林業経営者に集積・集約化するとともに、それがで

きない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な

管理の両立を図ることを目的とした制度で、令和元年度から開始されています。これまで経営管理されてき

た森林はそのままに、現在経営管理が行われていない森林が対象となります。 

 

◆食品ロス ······································ P.28 

本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。日本の食品ロスは，事業者からのものが 5割強，

家庭からのものが 5割弱となっているため，家庭・事業者ともに意識して食品ロスを減らしていくことが必

要となっています。 

 

◆水素エネルギー ··································· P.45 

水素を燃料としたエネルギーのことです。水素は地球上に豊富に存在しており，燃焼させても水を生成す

るのみであることから，極めてクリーンな燃料です。 

 

◆ストック ······································ P.26 

上下水道や廃棄物処理施設も含めた公共施設、交通インフラ、エネルギーインフラ等の建築物のことで

す。 

 

◆３Ｒ ········································ P.14 

循環型社会を実現するための考え方で、リデュース（Reduce：廃棄物を出さない）、リユース（Reuse

：再使用する）リサイクル（Recycle：再資源化する）の略称です。 

 

◆生物多様性 ····································· P.14 

地球上のあらゆる生物種の多様さを意味し、①生物種の数が多いという「種間の多様性」、②同じ種の中

でもそれぞれの個体が有している遺伝形質が異なるという「種内の多様性（遺伝子の多様性）」、③これら

の生物とその生育環境からなる生態系が多様であるという「生態系の多様性」という３つのレベルの多様性

を含んでいます。 

 

 

 



 

 

◆ゼロエネルギー住宅、ゼロエネルギービル ······················· P.20 

正式には ZEH（Net Zero Energy House）、ZEB（Net Zero Energy Building）といい，太陽光パネ

ルなどでつくった再生可能エネルギーの量が，１年間に消費したエネルギーの量よりも多い，あるいは差が

ゼロになる住宅や建物のことで、創エネ量が大きく，省エネ性の高い住宅や建物をいいます。 

 

【た行】 

◆ダイオキシン類 ··································· P.19 

きわめて毒性の高い有機塩素化合物で、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベ

ンゾフラン（PCDF）、コプラナーPCB の総称です。 

 

◆大腸菌群数 ····································· P.17 

水質汚濁を示す指標の一つで、人間又は動物の排泄物による水の汚染を知るために使われます。大腸菌群

の中には、水、土壌など自然界に分布する土壌性大腸菌と、人間や動物の腸内に生息しているふん便性大腸

菌があります。 

 

◆地域公共交通活性化協議会 ······························ P.46 

市の地域公共交通網形成計画の作成や、実施に係る協議、計画策定後の進行管理等を行うことを目的に設

置される協議会です。地域公共交通網形成計画とは、地方公共団体が中心となり、交通事業者や住民などの

地域の関係者と協議しながら、地域の移動ニーズを踏まえて交通をデザインしていくための計画です。 

 

◆蓄電池 ······································· P.20 

充電によって繰り返し使用できる電池です。鉛蓄電池，ニッケル水素電池，リチウムイオン電池などの種

類があり，バッテリーや二次電池とも呼ばれています。気象条件に左右されやすい太陽光発電や風力発電の

出力変動抑制や，電力需給のピークカット，停電時のバックアップなどに使われています。 

 

◆窒素酸化物（NOx） ································· P.16 

一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（NO２）の総称です。自動車や工場などの排ガスに含まれ、呼吸機能の

低下を引き起こすほか、雨に溶けると酸性雨の原因になります。自動車、ボイラー、焼却炉などが発生源と

なります。 

 

◆千歳川水系水質保全連絡会議 ····························· P.17 

北広島市、江別市、恵庭市、千歳市、長沼町、南幌町の４市２町、石狩振興局・空知総合振興局及び江別

市浄水場、石狩東部広域水道企業団、長幌上水道企業団が参加する、千歳川の水質保全を目的とする組織で

す。 

 

◆鳥獣保護区 ····································· P.31 

鳥獣の保護繁殖を図ることを目的に，鳥獣保護管理法に基づいて環境大臣や都道府県知事が指定する区域

のことです。鳥獣保護区の存続期間は 20年以内と定められており，必要に応じて更新されます。 

 



 

 

◆低周波音 ······································ P.22 

一般に周波数 100ヘルツ以下の音を指し、住宅などの建物建具の「がたつき」として現れたり、人体へ

の種々の影響を与えるといわれています。 

 

 

◆出前講座 ······································ P.41 

市の担当職員が、講座を希望する 5人以上の団体やグループに伺い、市の施策や制度などを説明する講座

です。令和 2 年度時点では、138 の講座メニューが用意されています。 

 

◆電動生ごみ処理機 ·································· P.27 

生ごみの減量化・堆肥化を行う電動式の機器のことです。大きく分けて、温風によって乾燥処理を行う乾

燥式と、バイオチップに含まれた微生物で分解を行うバイオ式の 2 種類があります。 

 

◆特定外来生物 ···································· P.32 

外来生物（もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物）であ

って、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から外

来生物法によって指定されるものです。これらは飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いが規制され

ています。 

 

【な行】 

◆生ごみ堆肥化容器（コンポスト） ··························· P.27 

生ごみの堆肥化を行う容器のことです。生ごみを投入した後、乾いた土や落ち葉・雑草などの有機物を入

れ、それらの微生物によって発酵・分解を行い、堆肥（コンポスト）を作ります。 

 

◆二酸化鉛法 ····································· P.23 

硫黄酸化物の大気汚染を測定する方法のひとつで、以前は環境基準が設定されている二酸化いおうの測定

に使われていました。環境基準達成状況の確認に必要な 1 時間値の測定はできませんが、約 1ヶ月の平均濃

度を把握できることや、測定が簡単なので多数の地点で測定を行えるなどの特徴があります。 

 

◆農業用排水機場 ··································· P.37 

大雨による農地や農業用施設などへの水害を防止するため、ポンプによって雨水を川や海に排水するため

の施設のことです。 

 

【は行】 

◆パークアンドライド ································· P.46 

自宅から自家用車で最寄りの公共交通機関まで行き、車を駐車した後、公共交通機関を利用して目的地に

向かうシステムのことです。都市部や観光地の渋滞緩和や、それに伴う排気ガスの削減が期待されていま

す。 

 



 

 

◆バイオガス ····································· P.14 

バイオマス燃料の一つで、有機性廃棄物（生ゴミ等）や家畜の糞尿などを発酵させて得られる可燃性のガ

スです。北広島市で設置している施設は、収集された生ごみと下水汚泥などをタンク内でメタン発酵させる

ものです。残った汚泥は乾燥させて肥料として利用し、発酵過程で発生したメタンガスは汚泥を乾燥させる

ための燃料の一部として利用しています。 

◆パリ協定 ······································ P.2 

2015 年 12月に採択された，気候変動に関する国際的枠組みで，1997年に採択された京都議定書の後

継となるものです。途上国を含むすべての参加国に，温室効果ガスの排出削減・抑制目標が定められていま

す。 

 

◆BOD（生物化学的酸素要求量） ··························· P.23 

水中の有機物による汚濁の程度を示す指標の一つです。水中の有機物が微生物によって分解される際に消

費される酸素量を示したもので、この値が大きいほど水が有機物により汚濁していることを示します。 

 

◆微小粒子状物質（PM2.5）······························ P.20 

大気中に浮遊する粒子状物質のうち，粒径が 2.5μm（マイクロメートル：μm＝100万分の 1m）以下

の小さな粒子状物質のことです。呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから，人への健康影響が懸念

されており，中央環境審議会における審議を経て，2009（平成 21 年９月），PM2.5 に係る環境基準が告

示されています。 

 

◆FIT 売電 ······································ P.42 

FIT 法（再生可能エネルギーの固定価格買取制度）に基づいて行われる売電のことです。再生可能エネル

ギーの普及拡大を目的としており、再生可能エネルギー発電事業者は，発電した電気を電力会社などに，一

定の価格で一定の期間にわたり売電することができます。 

 

◆FEMS
フ ェ ム ス

（ファクトリーエネルギーマネジメントシステム） ················ P.47 

 工場内での省エネルギー・省 CO₂を促進するため、エネルギーの使用状況を表示し、空調や照明、製

造ラインの機器が最適な運転となることを促すエネルギー管理システム。 

 

◆フロン等 ······································ P.46 

炭化水素に塩素、フッ素が結合した化合物の総称です。特にオゾン層を破壊しやすい物質は「特定フロ

ン」と呼ばれ、クロロフルオロカーボン、ハロン、四塩化炭素、1.1.1-トリクロロエタン、ハイドロクロロ

フルオロカーボンなどが指定され、生産、輸出入の全廃、回収、破壊処理が進められています。 

 

◆HEMS
ヘ ム ス

（ホームエネルギーマネジメントシステム） ··················· P.47 

 住宅全体での省エネルギー・省 CO₂を促進するため、エネルギーの使用状況を表示し、空調や照明等の機

器が最適な運転となることを促す住宅のエネルギー管理システム。 

 



 

 

◆ＢＥＭＳ
ベ ム ス

（ビルエネルギーマネジメントシステム） ··················· P.48 

 建築物全体での徹底した省エネルギー・省 CO₂を促進するため、エネルギーの使用状況を表示し、照明や 

空調等の機器・設備について、最適な運転の支援を行うビルのエネルギー管理システム。 

 

◆ボトル to ボトル ·································· P.45 

 使用済みペットボトルを原料化し、新たなペットボトルに再利用すること。 

 

【ま行】 

◆MaaS ······································· P.46 

モビリティ・アズ・ア・サービス（Mobility as a service）の略称です。ICT を活用して交通をクラウド

化し、マイカー以外の全ての交通手段を 1 つのサービスとして捉え、シームレスにつなぐ新たな移動の概念

です。発達中の新しいサービスのため、先行している海外でも定まったものがない状態で、定義や範囲に違

いがある現状となっています。 

 

◆マイクロプラスチック（海洋プラスチック） ······················ P.28 

大きさが 5mm 以下の微小なプラスチック粒子を指します。プラスチックには，自然分解されず半永久的

に残る，汚染物質を吸着しやすいといった特徴があるため，ポイ捨てされたプラスチック容器などが摩耗し

ながら海へ流され，海洋生物が餌と間違えて誤食してしまうことで毒性が蓄積していき，最終的にそれらを

食べる動物や人間に悪影響を及ぼすことが懸念されています。マイクロプラスチックが一度環境に広がって

しまうと，回収して除去することが極めて困難であるため，発生源であるプラスチックの使用を禁止するな

ど，根本的な対策が必要となっています。 

 

◆ミックスペーパー ·································· P.27 

レシートや包装紙など、古紙以外の汚れていないリサイクルできる紙類のことです。資源回収の対象物で

ある古紙（新聞紙・雑誌・ダンボール・牛乳パック）や、油紙・ウェットティッシュ・ラベル及びステッカ

ー・シール台紙・汚れが著しいもの以外の紙が該当します。 

 

◆緑のまちづくり基金 ································· P.28 

北広島市が市民とともに緑化を推進し、緑あふれる美しいまちづくりを行う事業に要する費用に充てるた

め、条例に基づき積み立てている基金のことです。 

 

◆モビリティ・マネジメント ······························ P.46 

一人一人のモビリティ（移動）が、過度な自動車利用から公共交通・自転車等を適切に利用する方向へ自

発的に変化することを促す、コミュニケーション施策を中心とした交通政策のことです。人々の意識に働き

かけるコミュニケーション施策を大規模に実施し、交通行動に変革を行う一方で、様々な交通システムやそ

の運用の改善をバランス良く進めていきます。 

 

 

 



 

 

【や行】 

◆遊水池 ······································· P.46 

河川に接する土地の一部を堤防で囲み、その中を掘り下げて造る治水施設です。洪水時に、河川からの水

を流入させて一時的に貯留し、流量の調節を行います。池や湖沼、空き地・原野なども該当します。 

 

◆要請限度 ······································ P.19 

騒音規制法において、自動車騒音がこの限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損な

われている場合、都道府県知事が都道府県公安委員会に交通規制等の措置をとるよう要請することができる

とされている限度のことです。 

 

【ら行】 

◆6 次産業化 ····································· P.38 

1 次産業としての農林漁業、2次産業としての製造業、3 次産業としての小売業等の事業を総合的・一体

的に推進し、農山漁村の地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組です（1 次 × 2 次 × 3 次 ＝ 

6 次産業）。これにより農山漁村の所得の向上や雇用の確保を目指しています。 

 

◆リサイクル率 ···································· P.25 

収集されたごみや持ち込まれたごみのうち、どれだけが資源化されたのかを示した割合です。環境省では、

「（直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量）/（ごみ処理量+集団回収量）×100」によってリサ

イクル率を算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


